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一
、
は
じ
め
に－

朱
熹
の
宗
法
論
と
現
実
社
会
と
の
乖
離－

今
、
官
僚
や
庶
人
の
家
で
宗
を
立
て
よ
う
と
し
て
も
難
し
い
。
し
か
し
宗

室
と
襲
封
し
て
い
る
孔
氏
や
柴
氏
だ
け
は
宗
を
立
て
る
べ
き
だ
。
今
の
孔

氏
柴
氏
の
襲
封
の
や
り
か
た
と
い
え
ば
、
そ
れ
こ
そ
兄
が
死
ん
だ
ら
弟
が

継
い
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
や
り
か
た
で
は
一
族
の
年
長
者
と
同
じ
で
、

（
１
）

お
お
き
な
ま
ち
が
い
だ
。

こ
の
発
言
を
行
っ
た
の
は
、「
宗
法
復
活
を
主
張
し
た
」
と
さ
れ
る
朱
熹
で
あ
る
。

こ
の
発
言
か
ら
は
、
朱
熹
の
い
う
宗
法
復
活
と
は
、「
士
大
夫
に
よ
る
宗
族
の
結
合

（
２
）

と
相
互
扶
助
」
を
直
接
の
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
自
明
で
あ
ろ
う
。

宗
法
を
実
践
す
べ
き
者
と
し
て
ま
ず
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
宗
室
な
ど
襲
封
の

階
層
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
こ
で
宗
法
に
反
す
る
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
「
兄

（
３
）

か
ら
弟
へ
（
つ
ま
り
嫡
子
か
ら
庶
子
へ
）
の
継
承
」
で
あ
る
。
し
か
し
一
族
を
結

集
す
る
た
め
に
は
、
朱
熹
が
こ
こ
で
「
大
き
な
ま
ち
が
い
」
と
批
判
す
る
兄
か
ら

弟
（
嫡
子
か
ら
庶
子
）
へ
と
い
う
継
承
方
式
の
ほ
う
が
、
実
は
よ
り
適
当
な
の
で

あ
る
。
兄
か
ら
弟
（
嫡
子
か
ら
庶
子
）
へ
と
い
う
継
承
で
あ
れ
ば
、
一
族
の
最
年

長
者
が
常
に
そ
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。
宗
法
で
規
定
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
嫡
長
子
直
系
で
の
継
承
で
は
、
往
々
に
し
て
、「
嫡
系
で
は
あ
る
も
の
の
、

一
族
の
中
か
ら
す
れ
ば
世
代
も
年
齢
も
下
」
と
い
う
人
物
が
、「
庶
系
で
は
あ
る
も

の
の
、
一
族
の
な
か
の
尊
長
」
を
さ
し
お
い
て
主
奉
者
と
な
る
、
と
い
う
尊
卑
長

幼
の
転
倒
し
た
事
態
が
生
じ
て
し
ま
う
。

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－
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で
は
宗
法
再
興
の
主
張
の
意
図
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
か
。
筆
者
が
既
に
明
ら

（
４
）

か
に
し
た
よ
う
に
、
張
載
や
程
�
、
そ
し
て
朱
熹
が
復
活
を
主
張
し
た
宗
法
と
は
、

嫡
長
子
直
系
に
よ
っ
て
祖
先
祭
祀
権
が
代
々
継
承
さ
れ
る
と
い
う
、
タ
テ
の
系
譜

を
基
調
と
す
る
親
族
構
造
を
復
活
し
、
構
築
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
親
族

（
５
）

結
合
を
特
に
め
ざ
す
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
嫡
長
子
一
子
を
特
に
優
位
な

存
在
と
す
る
宗
法
は
、
均
分
分
割
の
慣
習
を
も
ち
、
か
つ
科
挙
制
度
下
で
、
嫡
長

子
が
社
会
的
な
優
位
性
を
も
た
な
い
宋
代
の
士
大
夫
や
庶
人
に
と
っ
て
は
、
あ
ま

り
に
も
不
適
当
な
親
族
制
度
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
朱
熹
ら
の
い
う
宗
法
復
活
と

は
、
現
状
と
は
乖
離
し
た
古
の
親
族
構
造
へ
の
復
帰
を
目
指
し
た
あ
る
種
原
理
主

義
的
な
も
の
と
み
な
す
べ
き
で
あ
り
、
宗
族
結
合
と
い
っ
た
社
会
的
文
脈
で
は
な

く
、
封
建
井
田
復
活
の
主
張
と
同
様
の
思
想
的
文
脈
に
お
い
て
理
解
さ
る
べ
き
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
朱
熹
『
家
礼
』
で
は
、
宗
法
が
そ
の
根
幹
と
な
る
親
族
原
理

と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、『
家
礼
』
が
編
纂
さ
れ
た
の
は
、

『
儀
礼
』
が
時
代
の
変
化
に
よ
っ
て
実
践
で
き
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
時
代
に
適
応

（
６
）

し
た
実
践
し
や
す
い
礼
を
提
示
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
と
す

る
な
ら
ば
、
現
実
か
ら
乖
離
し
、
朱
熹
自
身
実
践
が
困
難
だ
と
述
べ
て
い
た
宗
法

が
、
実
践
し
や
す
さ
を
志
向
す
る
『
家
礼
』
に
お
い
て
採
用
さ
れ
た
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
朱
熹
に
よ
る
『
家
礼
』
序

に
も
と
づ
い
て
、
再
度
『
家
礼
』
執
筆
意
図
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

夏
殷
周
三
代
の
時
代
に
は
、
礼
経
は
備
わ
っ
て
い
た
。
し
か
し
今
に
伝
え
ら

れ
た
建
物
・
道
具
・
衣
服
の
制
度
や
、
立
ち
居
振
る
舞
い
に
つ
い
て
の
規
定

は
、
み
な
す
で
に
時
代
に
あ
わ
な
く
な
っ
て
い
る
。
世
の
君
子
に
は
、
時
代

の
変
化
を
斟
酌
し
、
さ
し
あ
た
り
行
う
た
め
の
儀
礼
を
さ
だ
め
た
方
も
お
ら

れ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
「
詳
」
し
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
「
略
」
し
て
い
る

と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
っ
た
具
合
で
、
中
庸
を
得
て
い
な
い
。
礼
の
根
本
の
と

こ
ろ
を
忘
れ
て
末
節
の
部
分
に
務
め
た
り
、
内
実
の
と
こ
ろ
を
ゆ
る
が
せ
に

し
て
お
き
な
が
ら
、
表
面
的
な
か
ざ
り
の
部
分
を
厳
し
く
求
め
た
り
し
て
い

る
。
こ
れ
で
は
志
が
あ
り
礼
を
好
む
士
で
あ
っ
て
も
重
要
な
点
を
押
さ
え
る

こ
と
は
で
き
ず
、
貧
し
い
者
は
結
局
礼
の
実
践
な
ど
に
は
至
り
得
な
い
だ
ろ

う
。
私
は
こ
の
二
つ
を
憂
え
た
。
そ
れ
で
独
り
古
今
の
書
籍
を
究
観
し
、
本

質
的
で
変
え
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
準
拠
し
、
や
や
そ
の
間
に
損
益
を
加

（
７
）

え
、
一
家
の
書
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
言
辞
か
ら
は
、
朱
熹
の
『
家
礼
』
執
筆
の
直
接
の
契
機
は
、『
儀
礼
』
が
時

代
に
合
わ
な
く
な
っ
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
建
物
や
祭
器
祭
服
、

動
作
な
ど
を
時
代
に
適
合
さ
せ
る
試
み
は
、
す
で
に
、
司
馬
光
『
書
儀
』
な
ど
に

よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
た
。
朱
熹
の
批
判
は
、
こ
れ
ら
近
年
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
向
け

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
礼
の
「
本
」
や
「
実
」、
つ
ま
り
礼
の
根

本
の
と
こ
ろ
を
な
お
ざ
り
に
し
て
い
る
、
そ
し
て
自
ら
は
「
本
質
的
で
変
え
て
は

な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
準
拠
し
た
」、
と
朱
熹
は
い
う
の
で
あ
る
。
朱
熹
の
こ
の
言
い

ぶ
り
は
、
司
馬
光
『
書
儀
』
が
宗
法
を
採
用
し
な
か
っ
た
反
面
、
朱
熹
『
家
礼
』

が
宗
法
を
根
幹
原
理
と
し
た
こ
と
と
、
ま
さ
に
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、『
家
礼
』
に

は
礼
の
根
本
と
考
え
ら
れ
る
規
定
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
実
践
困
難
で
あ
ろ
う
と
も
、

採
用
す
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
姿
勢
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
朱
熹
み
ず
か

ら
実
践
困
難
と
い
っ
て
い
た
宗
法
が
根
幹
原
理
と
な
っ
た
こ
と
は
、『
家
礼
』
も
原

理
主
義
的
な
性
格
を
も
あ
わ
せ
も
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－
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『
家
礼
』
は
、
本
来
は
儀
礼
実
践
の
た
め
の
書
で
は
あ
る
の
だ
が
、
実
践
志
向
と
い

う
面
だ
け
で
は
と
ら
え
き
れ
な
い
面
が
あ
る
こ
と
に
も
ま
た
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

朱
熹
『
家
礼
』
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
そ
し
て
そ
の
出

自
の
正
統
性
に
疑
念
が
抱
か
れ
な
が
ら
も
、
朱
子
学
の
勝
利
に
伴
っ
て
広
ま
り
、

明
代
に
は
『
性
理
大
全
』
に
も
採
入
さ
れ
、
正
統
性
を
も
つ
ほ
ぼ
唯
一
の
マ
ニ
ュ

ア
ル
と
し
て
認
定
さ
れ
、
そ
し
て
民
間
に
流
布
し
て
い
っ
た
。
ま
た
社
会
で
は
、

祖
先
祭
祀
等
の
儀
礼
を
媒
介
に
し
て
一
族
の
結
集
を
図
ろ
う
と
す
る
動
き
に
対
応

し
、
宗
法
を
親
族
結
合
法
と
と
ら
え
て
、
現
実
の
宗
族
結
合
を
正
統
化
す
る
論
調

も
広
が
り
を
み
せ
た
。
明
代
以
降
の
族
譜
序
で
、
そ
の
親
族
結
合
が
宗
法
の
古
礼

（
８
）

に
則
っ
た
も
の
だ
と
す
る
言
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
と
す
れ
ば
、
実
際
に
儀
礼
を

実
践
し
よ
う
と
『
家
礼
』
を
手
に
と
っ
た
人
々
は
、『
家
礼
』
に
み
え
る
現
実
離
れ

し
た
嫡
長
子
主
義
や
、
親
族
結
合
法
の
不
備
と
い
っ
た
矛
盾
に
当
然
ぶ
つ
か
る
こ

と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
儀
礼
と
社
会
の
矛
盾
に
直
面
し
て
生
ま
れ
た
個
々
の
思

想
家
の
『
家
礼
』
を
め
ぐ
る
思
索
を
と
り
あ
げ
、
分
析
す
る
作
業
は
今
ま
で
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
単
に
宋
代
以
後
の
思
想
史
研
究
に
お
け
る
礼
学
分
野

の
著
し
い
手
薄
さ
ば
か
り
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
近
年
、
礼
学
は
思
想
史
研
究

と
社
会
史
研
究
と
を
連
結
し
た
新
た
な
思
想
史
像
の
描
出
の
た
め
の
関
鍵
と
し
て

注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
明
清
の
思
想
史
を
儒
教
の
民
衆
化
、
礼
教
の
浸
透

（
９
）

過
程
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
い
う
見
方
も
提
起
さ
れ
、『
家
礼
』
は
こ
の
「
礼
教
の

浸
透
」
と
い
う
見
方
へ
の
恰
好
な
事
例
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
宋

代
と
い
う
新
た
な
時
代
に
相
応
し
い
『
家
礼
』
が
作
ら
れ
、
そ
し
て
そ
れ
は
明
清

期
に
お
け
る
宗
族
社
会
の
発
達
と
と
も
に
『
家
礼
』
は
民
間
に
普
及
浸
透
し
て
い
っ

た
、
と
い
う
「
物
語
」
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ（
１０
）る。
こ
れ
ら
の
研
究
者
に
よ
っ
て
、

近
世
に
お
け
る
礼
学
分
野
へ
の
着
目
は
高
ま
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し

か
し
こ
の
「
礼
教
の
浸
透
」
と
い
う
視
角
で
は
、
社
会
に
お
け
る
礼
教
の
受
容
と

い
う
上
か
ら
下
へ
の
一
方
向
性
の
ベ
ク
ト
ル
が
強
調
さ
れ
る
反
面
、
提
示
さ
れ
て

い
る
礼
に
対
す
る
反
発
、
戸
惑
い
、
拒
絶
、
改
変
と
い
っ
た
、
受
容
以
外
の
反
応

を
視
野
に
納
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ら
の
言
説
は
「
物
語
」
描
出
の
上
で

の
阻
害
要
因
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
諸
学
者
の
関
心
を
ひ
く
こ
と
が
な

か
っ
た
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
今
や
『
家
礼
』
が
宋
代
社
会
の
現
実
に
立
脚
し
た
も
の
と
は
い
え
な

い
こ
と
、
そ
し
て
『
家
礼
』
の
根
本
原
理
で
あ
る
宗
法
が
、
現
実
の
親
族
構
造
と

は
乖
離
し
た
実
践
困
難
な
儀
礼
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
判
明
し
、『
家

礼
』
に
よ
っ
て
宋
代
に
お
い
て
時
代
に
適
合
し
た
儀
礼
が
作
ら
れ
た
、
と
い
う
「
物

語
」
の
前
提
が
既
に
崩
れ
た
以
上
、『
家
礼
』
が
「
浸
透
」
の
語
で
表
さ
れ
る
よ
う

な
、
社
会
に
一
方
向
的
に
受
容
さ
れ
て
い
け
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
も

は
や
で
き
ま（
１１
）
い
。「
明
清
期
に
お
け
る
礼
教
の
浸
透
」
と
い
う
構
想
を
具
体
的
に
検

証
し
、
実
り
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
た
め
に
も
、
明
清
期
の
人
々
が
『
家
礼
』

を
ど
う
と
ら
え
、
ど
う
改
編
を
は
か
り
、
或
い
は
は
か
ら
な
か
っ
た
の
か
、
そ
の

言
説
を
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
と
も
に
と
ら
え
、
検
証
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、

ま
た
そ
う
い
っ
た
作
業
こ
そ
、
思
想
と
社
会
を
架
橋
し
、
思
想
史
と
社
会
史
と
の

関
係
性
を
適
切
に
繋
い
だ
思
想
史
を
描
く
た
め
の
必
須
の
作
業
で
あ
ろ
う
と
考
え

る
。
そ
の
試
み
の
た
め
の
第
一
歩
と
し
て
、
本
稿
で
は
、
丘
濬
（
一
四
二
一
―
一

四
九
五
）
の
提
案
し
た
祖
先
祭
祀
法
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
宗
法
に
関
す
る
問
題
認

識
と
祖
先
祭
祀
儀
礼
再
編
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
考
察
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
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一
、
丘
濬
の
宗
法
論

（
一
）『
家
礼
儀
節
』
に
お
け
る
宗
法
の
不
採
用

博
学
な
朱
子
学
者
に
し
て
明
初
政
界
の
重
鎮
で
も
あ
っ
た
丘
濬
の
著
作
『
家
礼

儀
節
』
八
巻
（
成
化
二
十
一
年
﹇
一
四
八
五
﹈
序
刊
）
は
、
朱
熹
『
家
礼
』
を
改

訂
し
て
成
っ
た
書
で
あ
る
。『
家
礼
儀
節
』
は
、『
家
礼
』
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
キ

ス
ト
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
刷
ら
れ
、
普
及
し
、
一
部
で
は
『
家
礼
儀
節
』
が
『
家

礼
』
と
誤
認
さ
れ
た
り
、
ま
た
『
家
礼
』
と
銘
う
ち
な
が
ら
内
実
は
『
家
礼
儀
節
』

と
い
う
書
さ
え
刷
ら
れ
た
り
す
る
程
で
あ
っ
た
。
明
清
期
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
『
家

礼
』
の
改
訂
書
が
出
版
さ
れ
た
が
、
普
及
と
い
う
点
で
も
、
ま
た
当
代
一
流
の
学

者
の
手
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
も
、『
家
礼
儀
節
』
は
他
に
類
例
を
み
な（
１２
）
い
。

丘
濬
の
儀
礼
実
践
に
対
す
る
強
い
意
欲
は
、
広
東
の
は
る
か
南
、
海
南
島
に
生

ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
育
ま
れ
た
。「
辺
境
の
地
に
生
ま
れ
、
若
い
と
き
か
ら
礼
学

に
志
が
あ
り
、
天
下
で
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
家
で
は
す
べ
て
礼
を
実
践
し
て
い
る
も

の
だ
と
思
っ
て
い（
１３
）
た
」
と
の
言
辞
か
ら
は
、
非
漢
民
族
文
化
の
濃
厚
な
辺
境
の
地

に
生
ま
れ
た
こ
と
が
、
逆
に
中
華
文
明
の
粋
で
あ
る
礼
へ
の
憧
れ
を
喚
起
し
た
こ

と
が
推
察
さ
れ（
１４
）
る
。
し
か
し
彼
は
任
官
の
た
め
中
華
の
地
に
至
っ
た
時
、『
家
礼
』

の
規
定
が
「
奥
が
深
す
ぎ
る
」
た
め
に
実
は
ほ
と
ん
ど
実
践
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
。
異
端
の
一
掃
と
儒
教
の
再
興
、
人
心
の
教
化
に
は
儒
教

儀
礼
の
実
践
が
必
須
で
あ
る
と
述
べ
た
上
で
、
彼
は
い
う
。

世
の
、
あ
れ
こ
れ
批
評
す
る
こ
と
を
好
む
者
た
ち
は
、
自
分
自
身
は
儀
礼
の

規
定
の
は
ざ
ま
で
茫
然
と
し
て
い
る
だ
け
な
の
に
、
他
人
が
礼
を
実
践
す
る

の
を
嫌
っ
て
い
る
。
礼
を
行
っ
た
者
が
あ
る
と
聞
け
ば
、�
彼
は
こ
う
い
っ
た

事
を
行
っ
た
が
、
そ
れ
は
礼
に
合
し
て
い
な
い
、
彼
は
こ
う
い
っ
た
礼
を
行
っ

た
が
、
そ
れ
は
古
に
反
し
て
い
る
�
と
い
い
、
ひ
ど
い
場
合
は
�
彼
は
実
践

す
る
こ
と
は
し
た
が
、
完
全
で
は
な
い
�
な
ど
と
言
う
。
実
践
し
な
い
自
分

よ
り
も
、
は
る
か
に
立
派
で
あ
る
と
い
う
の
に
。
人
が
礼
を
行
う
と
い
う
こ

と
は
読
書
を
す
る
よ
う
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
な
い
。
読
書

を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
の
者
が
聖
賢
の
域
に
達
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
�
金
根
�
を
�
金
銀
�
と
間
違
え
る
の
と
、�
金
銀
�
す
ら
も
知
ら
な

い
の
と
で
は
、
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
勝
っ
て
い
よ（
１５
）
う
。

こ
の
序
文
か
ら
は
、
丘
濬
の
強
い
実
践
志
向
性
が
み
て
と
れ
よ
う
。
少
々
正
し

く
な
い
点
が
あ
ろ
う
と
、
実
践
を
ま
ず
優
先
す
べ
き
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

実
践
の
難
し
い
『
家
礼
』
に
か
わ
り
、
よ
り
や
さ
し
く
実
践
し
や
す
い
『
家
礼
儀

節
』
を
編
ん
だ
の
だ
、
と
丘
濬
は
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
丘
濬
の
姿
勢
は
、

朱
熹
が
礼
の
根
本
や
本
質
を
強
調
し
て
い
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。『
家
礼
儀

節
』
の
真
髄
は
、『
家
礼
』
を
い
か
に
実
行
に
易
し
い
も
の
に
変
更
す
る
こ
と
が
で

き
た
か
、
に
あ
っ
た
。
丘
濬
自
身
『
家
礼
儀
節
』
を
「『
家
礼
』
を
�
括
し
た
書
」

と
表
現
し
て
い（
１６
）
る
。「
�
括
」、
す
な
わ
ち
ま
が
っ
た
も
の
を
直
し
て
正
し
た
、
と

い
う
表
現
か
ら
は
、
丘
濬
の
『
家
礼
』
に
対
す
る
批
判
的
精
神
と
、『
家
礼
』
と
は

異
な
る
儀
礼
を
つ
く
ろ
う
と
し
た
気
概
が
看
取
で
き
る
。

し
か
し
、
従
来
の
丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
朱
熹
『
家
礼
』

と
の
相
違
点
に
は
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
ず
、
逆
に
『
家
礼
』
か
ら
の
継
承
性
が
強

調
さ
れ
て
き
た
。
イ
ー
ブ
リ
ー
氏
は
『
家
礼
儀
節
』
の
特
徴
と
し
て
『
家
礼
』
を

具
体
的
に
行
い
や
す
い
よ
う
に
儀
文
を
増
補
し
た
こ
と
、
儀
礼
実
践
に
あ
た
っ
て

は
号
令
を
か
け
る
礼
生
と
い
う
役
を
お
く
こ
と
に
よ
り
、
礼
を
行
う
当
事
者
が
儀

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－

四
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礼
を
す
べ
て
覚
え
て
い
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
し
た
こ
と
を
挙
げ（
１７
）
る
。
ま
た
小
島

氏
は
『
家
礼
儀
節
』
の
『
家
礼
』
の
変
更
点
は
、
祭
器
な
ど
時
代
に
応
じ
て
変
更

す
べ
き
礼
の
細
目
に
す
ぎ
ず
、『
儀
礼
』
や
『
家
礼
』
の
礼
の
精
神
、
綱
常
に
は
か

か
わ
ら
な
い
、
と
述
べ（
１８
）
る
。『
家
礼
儀
節
』
の
存
在
は
、
ま
さ
に
『
家
礼
』
の
浸
透

と
明
代
の
礼
教
化
と
い
う
「
物
語
」
を
さ
さ
え
る
論
拠
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

し
か
し
、
つ
と
に
牧
野
巽
氏
は
、『
家
礼
儀
節
』
の
冠
婚
の
二
礼
に
お
い
て
は
、

宗
子
で
な
く
家
長
が
主
人
と
な
っ
て
お
り
、
宗
法
が
採
用
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い

う
事
実
を
指
摘
し
て
い
た
事
を
看
過
し
て
は
な
る
ま（
１９
）
い
。
も
し
『
家
礼
儀
節
』
が

『
家
礼
』
の
根
幹
原
理
で
あ
る
宗
法
を
全
面
的
に
踏
襲
し
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

『
家
礼
儀
節
』
に
つ
い
て
『
家
礼
』
の
継
承
性
の
側
面
ば
か
り
を
強
調
す
る
評
価
は

正
当
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。『
家
礼
儀
節
』
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

に
宗
法
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
か
検
討
し
、
そ
の
な
か
か
ら
朱
熹
『
家
礼
』
と
の

関
係
性
を
以
下
考
え
て
み
た
い
。

『
家
礼
儀
節
』
は
、『
家
礼
』
の
本
文
を
基
本
的
に
全
て
継
承
し
て
い
る
。
そ
の

た
め
『
家
礼
儀
節
』
は
、
一
見
『
家
礼
』
を
全
く
踏
襲
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『
家
礼
』
本
文
を
す
べ
て
継
承
し
て
も
、
儀
礼
の
内
実
や
儀
礼
に

込
め
た
意
味
を
大
幅
に
変
更
す
る
の
は
、
実
は
き
わ
め
て
容
易
で
あ
る
。『
家
礼
』

の
本
文
は
、
儀
礼
の
骨
格
部
分
し
か
示
さ
な
い
ご
く
短
文
の
文
章
で
構
成
さ
れ
、

例
え
る
な
ら
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
次
に
す
ぎ
な
い
。
儀
礼
を
支
え
る
意
図
や
そ
の
内

実
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
注
に
書
か
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
本
文
を
全
文
踏
襲
し

た
と
こ
ろ
で
、
注
を
削
除
し
た
り
変
更
し
た
り
す
れ
ば
、
儀
礼
に
込
め
ら
れ
た
意

図
は
簡
単
に
変
更
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
宗
法
の
意
が
込
め
ら
れ
た
、
中
心
と
な
る
箇
所
を
み
て
み
る
こ
と

と
し
よ
う
。『
家
礼
』
巻
一
通
礼
・
祀
堂
の
第
二
条
で
あ
る
が
、
本
文
は
「
四
龕
を

為
り
、
以
て
先
世
の
神
主
を
奉
ず
」
と
た
だ
九
文
字
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の

本
文
に
対
す
る
注
は
二
三
九
字
に
も
及
ぶ
。
こ
の
注
で
は
、
祀
堂
の
設
備
、
祭
祀

す
る
者
と
祭
祀
さ
れ
る
者
の
規
定
が
、
宗
法
に
も
と
づ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

四
龕
を
つ
く
っ
て
高
祖
以
下
の
四
代
の
祖
先
を
位
牌
祭
祀
す
る
の
は
四
小
宗
の
意

に
対
応
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
主
祭
権
は
嫡
長
子
の
み
に
あ
る
こ
と
、
嫡
長
子

と
同
居
し
て
い
る
嫡
長
子
以
外
の
子
（
庶
子
）
は
、
死
ん
で
も
家
の
祀
堂
に
入
る

権
利
を
待
た
ず
、
そ
の
死
者
の
子
孫
が
私
室
で
祭
る
こ
と
、
そ
の
子
孫
が
嫡
長
子

と
異
居
し
て
、
祀
堂
を
建
て
て
は
じ
め
て
そ
の
神
主
は
正
式
に
祀
堂
に
入
れ
ら
れ

る
こ
と
、（
２０
）
等
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
注
に
は
、
嫡
長
子
に
よ
る
主
祭
と
、
嫡
長
子
一
子
に
よ

る
主
祭
権
の
継
承
、
嫡
系
庶
系
の
厳
し
い
明
辨
と
そ
れ
に
立
脚
し
た
四
小
宗
、
と

い
う
礼
意
が
、
明
確
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
祀
堂
は
、
冠
婚
葬
祭
の
四
礼
す
べ

て
の
儀
礼
の
中
心
と
な
る
施
設
で
あ
る
。
祀
堂
と
主
奉
者
が
宗
法
に
も
と
づ
い
て

規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
宗
法
は
当
然
、
四
礼
す
べ
て
に
貫
通
す
る
規
定
で

あ
る
こ
と
を
意
味
す（
２１
）
る
。

さ
て
、
そ
の
一
方
、『
家
礼
儀
節
』
の
本
文
「
四
龕
を
為
り
、
以
て
先
世
の
神
主

を
奉
ず
」
に
対
す
る
注
（『
家
礼
儀
節
』
で
は
「
儀
節
」
と
よ
ば
れ
る
）
は
、
四

代
の
位
牌
を
そ
れ
ぞ
れ
�
に
納
め
、
各
龕
内
に
安
置
す
る
こ
と
、
龕
に
は
簾
を
た

ら
し
、
供
物
や
香
の
た
め
の
テ
ー
ブ
ル
を
設
置
す
る
こ
と
な
ど
、
単
な
る
設
備
の

規
定
に
完
全
に
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
を
超
え
る
記
述
は
な（
２２
）
い
。
つ
ま
り
、『
家

礼
儀
節
』
本
文
中
で
「
宗
子
」
と
い
う
宗
法
用
語
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
宗
子
が

嫡
長
子
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
祀
堂
が
高
祖
以
下
四
代
の
祖
先
を
祭
る
も
の
と
さ

れ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
嫡
長
子
直
系
の
原
理
に
た
つ
四
小
宗
を
表
し
た
こ
と
を
意
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味
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
冠
婚
葬
祭
四
礼
の
儀
式
の
中
核
施
設
で
あ
る

祀
堂
の
規
定
か
ら
宗
法
規
定
が
削
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
儀
礼
の
全
体

か
ら
宗
法
が
削
除
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
際
、
冠
婚
葬
祭
の
各
礼

の
儀
節
に
は
宗
法
関
連
規
定
は
全
く
存
在
し
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
の
削
除
に
つ
い
て
、
大
き
く
取
り
扱
っ

て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
各
礼
の
末
尾
に
「
余
注
」
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
各
礼
か
ら
削
除
さ
れ
た
注
が
ま
と
め
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
た
め
、

宗
法
は
否
定
さ
れ
て
い
な
い
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
「
余
注
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

『
家
礼
』
各
章
の
本
注
で
礼
節
に
関
わ
る
も
の
は
、
す
で
に
要
約
す
る
か
た
ち

で
儀
節
を
つ
く
っ
て
い
る
。（『
家
礼
』
中
の
）
用
い
な
か
っ
た
注
で
、
礼
を

行
う
さ
い
の
「
防
範
輔
翼
」
と
す
る
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
左
に

あ
げ
、
礼
を
行
う
者
の
参
考
に
で
き
る
よ
う
に
し
た
。

そ
も
そ
も
丘
濬
の
儀
節
は
、『
家
礼
』
を
実
践
し
や
す
い
よ
う
に
作
っ
た
も
の
で

あ
り
、『
家
礼
』
の
諸
規
定
の
う
ち
、
実
践
し
や
す
い
も
の
、
で
き
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
当
然
盛
り
こ
ん
で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
家
礼
』
中
の
一
部
の
注
に
つ
い
て
儀

節
に
盛
り
込
ま
ず
、「
余
注
」
と
し
て
礼
末
に
付
し
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
実
践
が

困
難
と
し
て
、
当
面
の
実
践
目
標
か
ら
外
し
、
棚
上
げ
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味

す
る
。
た
だ
し
、
宗
法
が
現
在
に
お
い
て
は
実
践
が
難
し
い
も
の
で
あ
る
と
し
て

も
、
本
来
は
実
践
さ
れ
、
尊
重
さ
る
べ
き
古
礼
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
は
、
丘
濬

も
朱
熹
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、
余
注
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
余
注
」

の
項
目
の
つ
ぎ
に
は
、「
考
証
」
と
し
て
、『
儀
礼
』『
礼
記
』
等
、
時
代
の
変
化
に

よ
り
実
践
で
き
な
く
な
っ
た
は
ず
の
儀
礼
の
規
定
が
種
種
引
用
さ
れ
て
い
る
。
余

注
は
こ
の
「
考
証
」
と
同
様
の
性
格
の
項
目
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
か
ら
窺
え
る
の
は
、
丘
濬
は
、
宗
法
の
実
践
を
困
難
と
考

え
、
当
面
の
実
践
を
諦
め
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
丘
濬
は
『
家
礼
』
の
本

文
こ
そ
継
承
し
、『
家
礼
』
を
全
面
継
承
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
も
、
注
部

分
を
書
き
換
え
る
こ
と
に
よ
り
、『
家
礼
』
の
根
幹
原
理
・
宗
法
を
骨
抜
き
に
す
る

こ
と
に
成
功
し
た
。
丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
は
、
朱
子
学
的
な
宗
法
復
活
の
こ
こ
ろ

み
が
、
こ
こ
に
挫
折
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
で
は
、
丘
濬
は
、
な
ぜ
宗
法
復

活
を
当
面
断
念
す
る
に
至
っ
た
の
か
。
節
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
二
）
朱
子
学
的
宗
法
実
践
へ
の
疑
念
と
宗
法
解
釈
の
改
変

丘
濬
は
主
著
『
大
学
衍
義
補
』
に
お
い
て
、
現
今
で
の
宗
法
実
践
が
困
難
で
あ

る
理
由
や
、
そ
の
対
処
法
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
見
解
は
、

朱
熹
が
宗
法
実
践
を
困
難
と
す
る
見
解
を
お
お
む
ね
継
承
し
た
と
い
う
関
係
に
あ

る
。

お
も
う
に
、
宗
子
の
法
を
行
お
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
世
々
爵
祿
を
継
承

す
る
家
か
ら
始
め
る
の
が
必
定
で
あ
る
。
今
世
の
文
臣
は
世
襲
の
法
が
な
い
。

た
だ
勲
戚
と
武
臣
だ
け
は
、
代
々
継
承
さ
れ
爵
禄
も
あ
る
の
で
、
宗
法
は
ま

ち
が
い
な
く
行
い
得（
２３
）
る
。

こ
の
発
言
は
、
宗
法
を
嫡
長
子
一
子
継
承
の
シ
ス
テ
ム
と
み
な
し
、
現
在
の
士

大
夫
は
世
襲
制
を
も
た
な
い
た
め
宗
法
実
践
は
困
難
で
あ
る
と
す
る
朱
熹
の
見
解

と
全
く
同
一
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
文
臣
や
士
大
夫
よ
り
文
化
的
に
低
位
に
位
置

づ
け
ら
れ
る
武
臣
が
、
明
代
に
お
い
て
は
一
子
相
伝
の
世
襲
制
度
を
も
つ
階
層
で

あ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
、
宗
法
の
第
一
の
実
践
主
体
に
あ
げ
ら
れ
る
と
い
う

結
果
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ（
２４
）
る
。

ま
た
、
士
大
夫
や
庶
人
な
ど
世
襲
制
を
も
た
な
い
階
層
の
者
が
あ
え
て
宗
法
を

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－
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行
っ
た
時
に
起
き
る
問
題
認
識
に
つ
い
て
も
、
丘
濬
は
朱
熹
の
見
解
を
全
く
踏
襲

し
て
い
る
。

古
は
宗
法
が
行
わ
れ
、
支
子
（
次
子
以
下
の
子
。
庶
子
。
・
・
筆
者
注
）
が

自
身
で
祭
祀
す
る
と
い
う
の
は
礼
で
は
な
か
っ
た
。
今
世
の
人
家
で
は
、
兄

弟
で
析
居
し
官
僚
と
し
て
遠
く
任
地
に
あ
る
者
も
多
く
、
皆
が
宗
子
の
も
と

に
つ
ど
っ
て
祖
先
を
祭
祀
す
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な（
２５
）い
。

庶
子
に
は
主
祭
権
が
な
い
と
い
う
宗
法
の
規
定
が
、
子
孫
は
当
然
祖
先
を
祭
祀

す
べ
き
だ
と
い
う
礼
を
阻
害
し
て
い
る
と
い
う
問
題
は
、
こ
と
礼
と
現
実
の
矛
盾

で
な
く
、
礼
と
礼
と
の
間
の
矛
盾
で
あ
る
だ
け
に
深
刻
な
問
題
と
し
て
認
識
さ
れ

続
け
て
き
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
司
馬
光
が
『
書
儀
』
に
宗
法
を
採
用
し
な
か
っ
た

の
は
ま
さ
に
こ
の
問
題
故
で
あ
っ
た
し
、
朱
熹
も
ま
た
弟
子
達
と
こ
の
問
題
を
く

り
か
え
し
論
じ
、
な
か
に
は
庶
子
祭
祀
を
容
認
し
た
発
言
も
あ
る
。
兄
弟
遠
居
の

場
合
は
神
主
（
位
牌
）
の
か
わ
り
に
紙
に
祖
先
の
名
前
を
書
い
て
祭
祀
を
行
い
、

祭
祀
終
了
後
に
は
そ
の
紙
を
焼
く
と
い
う
格
を
下
げ
た
礼
法
を
と
れ
ば
弟
も
祭
祀

が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
あ（
２６
）
る
。
こ
の
問
題
に
関
す
る
丘
濬
の
見
解
は
、
宗
法
の

問
題
認
識
こ
そ
朱
熹
と
同
一
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
解
決
案
に
お
い
て
は
、
宗

法
の
修
正
と
い
う
点
で
、
朱
熹
よ
り
進
ん
だ
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

お
よ
そ
人
家
の
庶
子
は
、
か
つ
て
対
面
し
た
こ
と
が
あ
る
祖
先
に
つ
い
て
は

祭
祀
す
る
こ
と
を
許
す
。
曾
祖
や
祖
父
に
つ
い
て
は
対
面
し
た
こ
と
が
あ
れ

ば
祭
れ
る
が
、
対
面
し
た
こ
と
が
な
い
場
合
は
た
だ
父
を
祭
る
こ
と
だ
け
は

出
来（
２７
）

る
。

丘
濬
案
で
は
、
朱
熹
の
よ
う
に
庶
子
祭
祀
の
場
合
鬼
神
の
か
た
し
ろ
と
な
る
祭

器
を
格
下
げ
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
は
な
い
。
主
祭
者
の
嫡
庶
の
別
を
表
現

す
る
た
め
の
規
定
は
全
く
導
入
さ
れ
ず
、
祭
祀
で
き
る
祖
先
は
、
単
に
対
面
し
た

こ
と
が
あ
る
か
、
つ
ま
り
情
に
即
し
て
決
定
さ
れ
る
。
こ
の
方
式
で
は
、
兄
た
る

嫡
長
子
が
嫡
長
子
主
祭
の
原
則
を
一
方
で
守
っ
た
場
合
、
弟
た
る
庶
子
の
ほ
う
が
、

兄
よ
り
多
い
代
数
の
祖
先
を
祭
り
得
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
で
て
く
る
。
例
え
ば
、

亡
く
な
っ
た
父
が
庶
子
で
あ
れ
ば
、
兄
（
父
の
嫡
長
子
）
は
父
し
か
祭
れ
な
い
が
、

逆
に
曾
祖
父
に
対
面
し
た
こ
と
が
あ
る
弟
は
、
曾
祖
父
以
下
三
代
に
つ
い
て
、
位

牌
を
用
い
て
祭
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
き
わ
め
て
著
し
い
礼
規
定
の
変
更

の
提
案
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、『
家
礼
』
で
規
定
さ
れ
て
い
た
、
祭
祀
さ
れ
る

祖
先
の
代
数
に
よ
っ
て
、
主
祭
者
の
嫡
長
子
一
子
継
承
の
代
数
を
表
す
と
い
う
礼

の
放
棄
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

丘
濬
が
こ
の
よ
う
に
徹
底
し
た
庶
子
祭
祀
容
認
案
を
提
示
し
た
背
景
に
は
、
丘

濬
自
身
が
次
子
だ
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
。
丘
濬
は
二
八
歳
で
国
子
監
に
入
学
す
べ

く
故
郷
を
離
れ
て
か
ら
大
学
士
現
任
の
ま
ま
七
五
歳
で
死
去
す
る
ま
で
の
間
、
人

生
の
殆
ど
を
北
京
で
過
ご
し
た
。
そ
の
結
果
祖
先
祭
祀
は
郷
里
に
い
る
兄
に
ま
か

せ
き
り
に
な
っ
た
と
語
っ
て
い（
２８
）
る
。
庶
子
に
祭
祀
権
を
認
め
な
い
宗
法
規
定
に
対

す
る
疑
念
は
、
長
子
と
し
て
父
を
祭
り
続
け
る
こ
と
の
で
き
た
朱
熹
よ
り
、
よ
ほ

ど
切
実
だ
っ
た
筈
で
あ
る
。

さ
ら
に
丘
濬
は
、
宗
法
の
大
原
則
で
あ
る
父
系
親
族
原
理
に
も
一
部
変
更
を
行
っ

て
い
る
。『
家
礼
儀
節
』
に
お
い
て
は
、
冠
礼
・
婚
礼
の
主
人
役
は
「
主
人
謂
冠
者

之
祖
父
母
・
父
母
・
兄
弟
家
長
者
」
と
規
定
さ
れ
、
祖
母
や
母
な
ど
女
性
で
あ
っ

て
も
家
長
で
あ
れ
ば
冠
婚
二
礼
の
主
人
と
な
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
冠
礼
・
婚
礼

の
主
人
と
は
、
儀
礼
の
事
前
事
後
に
祀
堂
に
参
拝
し
、
祖
先
に
報
告
を
行
う
役
目
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を
担
う
存
在
で
あ
る
。
つ
ま
り
祖
母
や
母
で
も
「
家
長
」
で
あ
れ
ば
冠
礼
・
婚
礼

の
主
人
と
な
れ
る
と
い
う
規
定
は
、
女
性
が
主
奉
者
と
し
て
祀
堂
に
告
拝
で
き
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
規
定
な
の
で
あ
る
。

丘
濬
は
女
性
の
主
人
を
認
め
た
理
由
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
て
い
な
い
た
め
、

推
論
す
る
他
は
な
い
が
、
第
一
に
、
丘
濬
の
女
性
観
は
朱
熹
よ
り
高
か
っ
た
可
能

性
は
あ
る
。
例
え
ば
拝
礼
の
方
法
に
つ
い
て
朱
熹
『
家
礼
』
で
は
、
男
性
が
二
回

拝
礼
す
る
場
合
女
性
は
四
回
、
と
つ
ね
に
女
性
は
男
性
の
倍
数
拝
礼
す
る
と
規
定

さ
れ
て
お（
２９
）り、
男
性
に
対
す
る
女
性
の
地
位
の
低
さ
が
視
覚
化
さ
れ
て
い
る
。
し

か
し
『
家
礼
儀
節
』
で
は
、
こ
の
『
家
礼
』
の
拝
礼
規
定
は
余
注
に
ま
わ
さ
れ
、

男
女
で
の
拝
数
は
同
じ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
女
性
の
地
位
は
視
覚
的
に
は
『
家

礼
』
よ
り
『
家
礼
儀
節
』
の
ほ
う
が
高（
３０
）

い
。
第
二
に
、
丘
濬
自
身
の
育
っ
た
家
族

環
境
は
女
性
主
人
の
容
認
に
向
か
い
や
す
い
も
の
だ
っ
た
。
丘
濬
が
父
を
亡
く
し

た
の
は
七
歳
、
彼
の
兄
が
九
歳
の
時
で
あ
っ
た
。
当
時
祖
父
は
五
九
歳
の
老
齢
で

ま
だ
存
命
だ
っ
た
が
、
丘
濬
一
六
歳
時
に
死
去
し
た
。
な
お
丘
濬
が
結
婚
し
た
の

は
二
三
歳
の
時
で
あ
る
。
丘
濬
の
父
に
は
兄
弟
が
お
ら
ず
、
祖
父
も
兄
弟
や
伯
叔

父
が
お
ら
ず
、
そ
の
他
の
男
系
親
族
も
全
く
い
な
か
っ
た
と
い（
３１
）
う
。
つ
ま
り
丘
濬

の
家
庭
環
境
と
は
、
家
族
や
親
族
に
冠
婚
儀
礼
の
主
人
を
務
め
ら
れ
る
男
系
親
族

が
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
か
、
或
い
は
そ
の
よ
う
な
事
態
に
陥
る
こ
と
が
容
易
に

想
像
し
得
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
も
し
母
や
祖
母
な
ど
家
長
た
る

女
性
が
主
人
と
な
れ
な
け
れ
ば
、
祀
堂
を
中
心
と
し
た
儀
礼
の
履
行
は
で
き
な
い
。

主
奉
者
を
男
性
に
限
っ
て
儀
礼
を
実
践
し
な
い
の
と
、
女
性
が
主
奉
し
儀
礼
が
行

わ
れ
る
の
と
の
選
択
で
あ
れ
ば
、
実
践
を
最
優
先
す
る
丘
濬
で
あ
れ
ば
儀
礼
が
実

践
さ
れ
る
方
を
選
ぶ
可
能
性
は
高
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
丘
濬
は
嫡
長
子
主
祭
規
定
と
男
性
原
理
と
い
う
両
面
で
、
宗

法
規
定
を
棚
上
げ
し
、
あ
る
い
は
変
容
さ
せ
て
い
っ
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
宗
法

は
古
の
礼
で
あ
り
、
実
践
す
る
こ
と
こ
そ
が
正
し
い
と
い
う
基
本
的
な
考
え
方
は

ゆ
ら
い
で
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
宗
法
を
復
活
で
き
な
い
ま
で
も
、
そ
の
意
を
生

か
す
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

宗
子
の
家
は
父
祖
の
財
産
分
割
を
す
る
さ
い
、
必
ず
一
分
を
祭
需
と
し
、
も

と
も
と
こ
れ
が
な
か
っ
た
も
の
は
皆
が
補
う
べ
き
だ
。
兄
弟
で
財
産
分
割
を

し
た
者
は
、（
弟
が
）
自
分
で
父
を
祀
る
の
は
赦
さ
な
い
、
祭
祀
の
と
き
に
は
、

長
兄
の
家
で
礼
を
行
う
。
こ
の
よ
う
に
す
る
の
も
、
敦
本
厚
俗
の
一
端
で
あ

る（
３２
）。

「
一
分
を
祭
需
と
す
る
」
と
は
、
例
え
ば
兄
弟
三
人
で
財
産
分
割
を
す
る
場
合
、

三
分
割
で
な
く
四
分
割
し
、
兄
弟
が
そ
れ
ぞ
れ
一
分
ず
つ
取
っ
た
上
で
、
残
り
の

一
分
を
祭
祀
分
と
し
て
長
子
が
さ
ら
に
取
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ（
３３
）
る
。
こ
の
方
式

で
あ
れ
ば
、
長
子
の
取
り
分
は
相
当
に
大
き
く
な
る
。
こ
の
提
案
は
、
現
状
に
お

い
て
は
存
在
し
な
い
嫡
長
子
の
社
会
的
な
優
位
を
つ
く
ろ
う
と
す
る
試
み
と
い
え

る
。
ま
た
、
兄
弟
が
遠
居
し
た
の
で
な
く
兄
弟
で
家
産
分
割
を
し
て
居
を
別
に
し

た
だ
け
の
場
合
に
は
、
長
兄
に
の
み
祭
祀
権
を
付
与
し
、
庶
子
に
よ
る
祭
祀
を
無

制
限
に
認
め
て
い
な
い
の
も
、
祭
祀
に
お
け
る
嫡
長
子
の
優
位
と
い
う
宗
法
の
遺

意
を
生
か
す
た
め
の
提
案
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
丘
濬
は
、
世
襲
制
度
の
な
い
文
臣
や
士
大
夫
に
お
い
て
、
宗
法
を
実
践

可
能
な
か
た
ち
に
か
え
て
行
う
方
法
の
提
案
も
行
っ
た
。
宗
法
は
世
襲
制
を
も
つ

世
族
や
武
臣
な
ど
か
ら
始
め
よ
と
述
べ
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
い
う
。

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－
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も
し
現
任
官
の
文
臣
や
官
僚
の
家
の
子
孫
、
郷
里
に
お
い
て
「
太
族
鉅
姓
」

と
称
さ
れ
自
ら
も
士
大
夫
を
も
っ
て
任
じ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
朝
廷
は

以
下
の
よ
う
な
定
制
を
立
て
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
譜
系
を
作

ら
せ
、
始
め
て
そ
の
地
に
遷
っ
て
き
た
者
、
初
め
て
封
爵
を
う
け
た
者
の
嫡

長
子
直
系
の
者
一
人
を
大
宗
と
し
、
高
祖
を
同
じ
く
す
る
者
の
な
か
か
ら
一

人
最
年
長
者
を
継
高
祖
小
宗
と
し
、
曾
祖
を
同
じ
く
す
る
者
の
な
か
か
ら
一

人
を
推
し
て
継
曾
祖
小
宗
と
し
、
祖
を
同
じ
く
す
る
者
、
父
を
同
じ
く
す
る

者
、
そ
れ
ぞ
れ
最
年
長
者
一
人
を
推
し
て
小
宗
と
す
る
。
家
産
分
割
を
行
い

疎
遠
と
な
っ
た
者
は
、
一
処
に
集
う
こ
と
が
で
き
な
く
て
も
、
一
処
に
集
ま

り
集
う
所
以
は
、
譜
牒
に
書
い
て
あ
る
の
で
、
粲
然
と
明
白
と
な
る
。
…
こ

の
よ
う
に
す
れ
ば
、
完
全
に
三
代
の
制
の
通
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い

に
し
て
も
、「
礼
廃
羊
存
」
の
意
は
示
せ
る
だ
ろ（
３４
）
う
。

こ
こ
で
は
、
族
譜
を
宗
法
的
に
記
載
す
る
こ
と
が
提
案
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に

儀
礼
の
実
践
で
宗
法
を
実
践
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
て
も
、
族
譜
上
の
記
載
だ
け

な
ら
宗
法
の
履
行
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
提
案
の
な
か
で
は
、
宗
法
が

嫡
長
子
直
系
の
タ
テ
の
ラ
イ
ン
の
如
何
を
問
わ
な
い
、
ゆ
る
や
か
な
親
族
結
合
の

理
論
へ
と
変
容
さ
せ
ら
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
大
宗
だ
け
は
嫡
長
子
直
系

の
者
が
襲
替
す
る
と
し
て
嫡
長
子
一
子
継
承
の
形
を
残
し
て
い（
３５
）
る
が
、
小
宗
に
つ

い
て
は
、
例
え
ば
単
に
あ
る
祖
先
を
と
も
に
高
祖
と
戴
く
人
々
を
継
高
祖
小
宗
、

あ
る
祖
先
を
と
も
に
曾
祖
と
戴
く
人
々
を
継
曾
祖
小
宗
と
い
う
よ
う
な
嫡
庶
を
問

わ
な
い
親
族
の
グ
ル
ー
プ
を
さ
し
て
お
り
、
宗
子
は
そ
の
な
か
か
ら
嫡
系
庶
系
を

問
う
こ
と
な
く
最
年
長
者
を
立
て
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

大
宗
の
宗
子
の
系
譜
を
除
い
た
一
般
の
族
人
に
つ
い
て
は
、
族
譜
の
記
載
上
か
ら

も
嫡
長
子
一
子
継
承
の
系
譜
の
構
築
が
放
棄
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
よ
り
現
実

の
親
族
形
態
に
近
く
、
ま
た
一
族
の
集
結
を
う
な
が
す
こ
と
が
で
き
る
か
た
ち
で

あ
る
。
こ
の
提
案
で
は
、
宗
法
、
小
宗
と
い
う
術
語
は
使
わ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、

そ
の
内
実
は
、
朱
熹
が
、
そ
し
て
丘
濬
自
身
が
理
解
し
認
識
し
て
い
る
嫡
長
子
一

子
継
承
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
宗
法
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
に
変
化
し
て
お
り
、
こ

の
よ
う
な
内
容
を
も
っ
た
も
の
を
も
「
宗
法
」「
小
宗
」
と
呼
び
、
呼
ば
れ
て
い
る

こ
と
は
、
留
意
し
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
、
嫡
長
子
一
子
継
承
の
形
を
厳
密
に
問
わ
な
い
形
で
あ
れ
ば
、

ほ
ぼ
す
べ
て
の
人
々
が
宗
法
を
実
践
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
丘
濬
は
、
丘

濬
は
宗
法
実
践
主
体
を
語
る
際
は
、
ほ
と
ん
ど
名
臣
や
士
大
夫
の
後
裔
な
ど
と
言

及
し
て
お
り
、
全
然
た
る
庶
民
も
宗
法
実
践
を
す
べ
き
だ
と
は
言
っ
て
は
い
な
い
。

そ
の
原
因
の
第
一
は
、
経
書
に
記
さ
れ
た
宗
法
の
規
定
が
、
そ
も
そ
も
諸
侯
の
庶

子
を
祖
と
す
る
人
々
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し

お
そ
ら
く
は
そ
れ
に
は
止
ま
ら
な
い
。
当
時
、
宗
の
継
承
を
口
実
と
し
た
財
産
狙

い
の
後
継
養
子
争
い
が
頻
発
し
て
い
る
こ
と
に
、
丘
濬
は
強
い
懸
念
を
抱
い
て
い

た
の
で
あ
る
。

唐
代
以
来
、
子
が
無
い
場
合
同
宗
の
昭
穆
相
当
の
者
を
立
て
て
後
と
す
る
と
さ

れ
て
い（
３６
）

た
が
、『
明
令
』
で
は
同
宗
同
昭
穆
内
で
の
優
先
順
位
が
定
め
ら
れ
た
。「
先

づ
同
父
の
周
親
儘
き
て
次
に
大
功
、
小
功
、
�
麻
に
及
ぶ
。
如
し
倶
に
無
け
れ
ば
、

方
め
て
遠
房
を
立
つ
を
許
す
」（『
大
明
令
』
戸
令
）。
こ
の
立
法
の
趣
旨
は
、
養
子

立
継
を
め
ぐ
る
紛
争
が
深
刻
化
し
て
い（
３７
）
る
と
い
う
状
況
に
対
応
す
る
た
め
に
、
よ

り
詳
細
な
規
定
を
制
定
し
、
立
継
時
の
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
丘
濬
は
、
立
継
と
い
う
行
為
自
体
を
抑
止
し
て
紛
争
発
生

を
防
止
し
よ
う
と
し
た
。
特
に
、
死
後
に
養
子
を
た
て
る
と
い
う
行
為
に
対
し
て
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は
非
常
に
厳
し
い
姿
勢
を
と
っ
て
い
る
。

も
し
当
人
の
死
後
や
っ
て
き
て
承
継
を
争
い
裁
判
を
起
こ
す
な
ど
と
い
う
者

は
、
そ
の
意
図
は
宗
の
継
承
で
は
な
く
財
産
目
当
て
な
の
だ
。
も
し
当
人
が

軍
籍
の
者
で
あ
れ
ば
、
官
府
が
脅
し
て
後
を
継
が
せ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
の
者
は
従
っ
た
り
し
ま（
３８
）

い
。

す
な
わ
ち
、
嫡
長
子
直
系
に
よ
る
祭
祀
権
の
代
々
の
継
承
を
説
く
宗
法
は
、
財

産
目
当
て
の
後
継
養
子
を
正
当
化
す
る
論
理
と
し
て
も
機
能
す
る
事
態
と
な
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
態
に
対
し
て
、
丘
濬
は
、
宗
法
は
そ
も
そ
も
庶
人
を
対

象
と
す
る
礼
で
は
な
い
、
と
主
張
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

丘
濬
は
ま
ず
明
初
の
学
者
黄
潤
玉
の
以
下
の
宗
法
説
を
引
用
す
る
。「
古
で
は
大

宗
が
絶
え
れ
ば
後
継
を
立
て
る
が
小
宗
は
絶
え
て
も
後
は
立
て
な
い
・・・
今
、
庶
民

で
庶
子
が
絶
え
て
も
後
が
立
て
て
い
る
の
は
、
財
産
を
争
っ
て
の
こ
と
に
す
ぎ
な

い（
３９
）」

。
そ
し
て
丘
濬
は
い
う
。

明
朝
で
は
親
藩
で
す
ら
後
継
が
無
く
て
も
後
を
立
て
て
い
な
い
、
そ
れ
は
、

そ
れ
が
古
礼
だ
か
ら
で
あ
る
。
庶
民
に
お
い
て
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
…
律

令
で
言
っ
て
い
る
の
は
生
前
に
す
で
に
後
継
を
立
て
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
、

死
後
に
追
立
す
る
と
い
う
規
定
は
な
い
。
聖
祖
が
後
の
無
い
者
の
後
に
立
継

し
よ
う
と
し
た
の
は
、
前
代
の
帝
王
功
臣
賢
人
の
後
継
で
、
彼
ら
へ
の
祭
祀

を
絶
や
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
先
王
の
制
礼
は
庶

人
に
は
下
ら
な（
４０
）

い
。

た
だ
も
ち
ろ
ん
庶
人
で
あ
っ
て
も
生
前
に
同
宗
同
昭
穆
の
人
を
た
て
養
育
す
る

と
い
う
行
為
は
丘
濬
も
認
め
て
は
い
る
が
、
し
か
し
そ
れ
も
後
々
問
題
が
起
こ
る

こ
と
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
る
。

今
後
は
前
代
の
著
名
人
の
後
継
で
あ
る
か
、
或
い
は
今
朝
の
大
名
顕
宦
で
あ

る
者
の
場
合
は
、
宗
法
を
主
と
し
、
ま
ず
は
継
祖
の
宗
、
次
に
継
曾
祖
の
宗
、

次
に
継
高
祖
の
宗
、
な
け
れ
ば
遠
房
や
同
姓
の
人
か
ら
後
を
立
て
る
。
そ
し

て
大
宗
以
外
は
す
べ
て
父
の
命
が
な
け
れ
ば
養
子
と
な
れ
な（
４１
）

い
。

こ
こ
で
は
、『
明
令
』
で
の
規
定
が
「
大
功
、
小
功
、
�
麻
」
と
い
っ
た
喪
服
用

語
か
ら
、「
継
祖
の
宗
」「
継
曾
祖
の
宗
」
と
い
っ
た
よ
う
に
宗
法
用
語
に
よ
っ
て

書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
喪
服
制
度
は
天
子
か
ら
庶
人
に
至

る
ま
で
す
べ
て
の
人
に
開
か
れ
た
礼
と
い
う
意
味
合
い
が
非
常
に
強
い
が
、
し
か

し
宗
法
は
そ
も
そ
も
諸
侯
の
庶
子
を
始
祖
と
す
る
親
族
組
織
法
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

階
層
に
よ
る
限
制
を
表
現
す
る
の
に
適
切
で
あ
る
。
丘
濬
は
喪
服
用
語
で
は
な
く

宗
法
用
語
を
使
用
す
る
こ
と
で
、
そ
の
実
践
を
一
部
の
階
層
の
者
に
限
る
主
張
の

根
拠
と
し
た
の
で
あ
る
。
み
だ
り
な
養
子
立
継
の
抑
止
の
た
め
に
は
、
宗
法
実
践

を
一
部
の
階
層
に
限
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
宗
法
や
そ
の
基
礎
と
な
る
祭
祀
の

継
承
と
い
う
礼
意
を
す
べ
て
の
者
に
開
か
れ
た
も
の
と
す
る
こ
と
は
、
風
俗
の
悪

化
の
原
因
と
丘
濬
は
み
な
し
た
の
で
あ
る
。

丘
濬
は
「
い
ま
庶
民
で
子
の
無
い
者
は
、
往
々
に
し
て
律
令
を
引
い
て
承
継
を

争
っ
て
い
る（
４２
）」

と
語
る
。
こ
の
事
例
は
、
祭
祀
の
継
承
と
い
う
礼
の
浸
透
が
、
立

嗣
の
法
と
財
産
目
当
て
の
後
継
養
子
と
い
う
人
欲
と
が
複
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

進
行
し
た
こ
と
を
推
察
さ
せ
る
。「
礼
教
の
浸
透
」
と
は
、
必
ら
ず
し
も
民
衆
の
教

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－
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化
を
意
味
し
な
い
こ
と
も
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
丘
濬
に
よ
れ
ば
、
庶
民
の
教
化
の

た
め
に
こ
そ
、
宗
法
は
実
践
さ
れ
る
べ
き
礼
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
三
）『
家
礼
儀
節
』
に
お
け
る
儀
礼
単
位
の
規
模

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
丘
濬
は
嫡
長
子
主
祭
、
嫡
長
子
の
一
子
継
承
を
そ

の
内
容
と
す
る
朱
子
学
的
な
宗
法
実
践
は
実
践
不
可
能
と
考
え
て
い
た
し
、
ま
た

宗
法
は
す
べ
て
の
階
層
の
者
に
開
か
れ
た
礼
で
は
な
い
、
と
も
考
え
て
い
た
。
で

は
『
家
礼
儀
節
』
で
の
儀
礼
単
位
の
大
き
さ
、
つ
ま
り
祖
先
祭
祀
等
に
よ
っ
て
集

結
で
き
る
親
族
の
範
囲
は
ど
れ
程
の
も
の
に
な
る
の
か
、
最
後
に
整
理
し
て
お
き

た
い
。

丘
濬
は
、
遠
く
任
官
し
た
と
い
っ
た
よ
う
な
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
庶
子
に

よ
る
祖
先
祭
祀
を
認
め
て
い
る
こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
儀
礼
は
同
居
し
て
い
る
家

族
の
間
で
と
り
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
た
だ
し
こ
の
こ
と
は
、『
家
礼
』
と
比
較

し
て
儀
礼
単
位
が
小
さ
く
な
っ
た
こ
と
を
即
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な

ら
宗
法
に
も
と
づ
く
『
家
礼
』
の
場
合
、
同
居
し
て
い
る
親
族
の
間
で
も
、
小
宗

の
相
違
即
ち
嫡
庶
の
系
統
別
に
よ
っ
て
、
祭
祀
単
位
を
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
起
こ
る
。
し
か
し
嫡
庶
の
系
統
の
如
何
が
問
わ
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

同
居
し
て
い
る
家
族
の
祖
先
の
位
牌
を
全
部
一
カ
所
に
お
き
、
同
居
し
て
い
る
家

族
全
員
が
集
っ
て
祭
祀
で
き
る
た
め
、
祭
祀
単
位
は
大
き
く
な
る
。

以
上
が
基
本
の
儀
礼
単
位
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
加
え
て
検
討
す
べ
き
は
『
家
礼
』

に
規
定
の
あ
っ
た
冬
至
の
初
祖
（
始
祖
）
祭
祀
と
、
立
春
の
先
祖
（
始
祖
の
第
二

世
以
下
か
ら
高
祖
以
上
の
祖
先
）
祭
祀
で
あ
る
。
特
に
冬
至
の
初
祖
（
始
祖
）
祭

祀
は
、
始
祖
を
継
ぐ
大
宗
の
宗
子
に
の
み
祭
祀
権
を
も
つ
も
の
で
、
も
し
族
人
の

参
加
が
促
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
儀
礼
の
単
位
は
一
族
全
体
に
ま
で
広
が
る
可
能

性
が
あ
る
。

し
か
し
始
祖
先
祖
祭
祀
に
は
問
題
が
あ
っ
た
。
朱
熹
自
身
始
祖
と
先
祖
の
祭
祀

を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
後
に
な
っ
て
こ
れ
ら
は
天
子
に
し
か
許
さ
れ
な
い
祭

祀
で
あ
り
僭
越
だ
と
考
え
祭
祀
を
止
め
、
士
庶
に
よ
る
始
祖
祭
祀
を
行
う
こ
と
に

対
し
て
繰
り
返
し
反
対
し
た
。
ま
た
『
家
礼
』
出
版
に
力
の
あ
っ
た
朱
熹
の
高
弟

陳
淳
は
、
朱
熹
の
言
行
を
う
け
て
『
家
礼
』
か
ら
始
祖
先
祖
祭
祀
を
削
除
し
た
と

「
家
礼
跋
」
で
述
べ
て
い
る
。
た
だ
現
行
の
『
家
礼
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
始
祖
先
祖

の
祭
祀
は
残
っ
て
い（
４３
）
る
が
、
と
も
あ
れ
始
祖
・
先
祖
祭
祀
の
正
統
性
に
は
疑
問
が

つ
き
ま
と
い
続
け
て
い
た
。

『
家
礼
儀
節
』
で
は
、
始
祖
祭
祀
に
つ
い
て
は
『
家
礼
』
の
本
文
が
そ
の
ま
ま
掲

載
さ
れ
る
だ
け
で
儀
節
は
作
ら
れ
て
い
な
い
。
注
に
は
始
祖
祭
祀
は
僭
越
だ
と
の

朱
熹
の
見
解
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
に
従
っ
た
と
書
か
れ
る
。
儀
節
を
作
ら
な
か
っ

た
の
は
、
あ
え
て
実
践
を
促
さ
な
い
た
め
の
措
置
と
い
え
よ（
４４
）
う
。

し
か
し
丘
濬
は
先
祖
祭
祀
に
つ
い
て
は
容
認
し
、
儀
節
も
作
っ
た
。
そ
れ
は
な

ぜ
か
。先

祖
の
祭
祀
は
行
っ
て
も
よ
か
ろ
う
と
思
う
。
今
、
人
家
で
同
居
の
世
代
が

四
代
以
内
で
あ
る
場
合
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
祭
祀
を
行
う
必
要
は
な
い
。
し

か
し
一
族
が
合
し
て
暮
ら
し
、
代
々
爨
を
共
に
し
、
生
者
が
同
居
し
て
食
し

て
い
る
の
に
、
死
者
が
席
を
異
に
し
て
祭
ら
れ
る
の
で
は
、
人
の
心
を
孝
享

の
義
に
収
斂
さ
せ
て
い
く
の
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
…
…
立
春

の
日
中
に
、
先
祖
考
妣
の
神
位
を
中
堂
に
設
け
、
先
祖
以
下
、
男
性
の
神
位

を
左
に
女
性
の
神
位
を
右
に
二
列
に
並
べ
、
毎
年
一
回
行
い
、
累
世
同
居
の

人
々
が
、
み
な
の
心
を
一
つ
に
し
、
悠
久
に
敬
宗
睦
族
を
果
た
す
こ
と
を
ね
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が（
４５
）
う
。

四
代
以
上
の
累
世
同
居
の
家
で
あ
れ
ば
、
家
の
構
成
員
の
共
通
の
祖
先
が
高
祖

よ
り
上
の
世
代
の
祖
先
に
な
る
。
と
な
れ
ば
そ
の
祖
先
は
祭
る
の
が
自
然
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
実
質
的
に
始
祖
祭
祀
へ
の
道
を
開
く
こ
と
に
な
っ
た
。
丘
濬
は
先

祖
の
神
位
の
規
定
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

紙
で
神
主
の
よ
う
な
牌
を
つ
く
り
、
牌
面
上
に
某
祖
考
某
官
府
君
と
書
く
。

…
…
高
祖
の
父
を
五
世
祖
と
し
、
世
代
を
遡
っ
て
六
世
七
世
と
し
て
、
知
っ

て
い
る
所
に
従
っ
て
書
く
。
或
い
は
始
遷
の
祖
、
或
い
は
起
家
の
祖
、
高
祖

以
前
の
一
人
を
先
祖
と
し
、
そ
の
神
位
を
中
央
に
設
け
て
南
向
さ
せ（
４６
）
る
。

こ
の
規
定
は
、
先
祖
祭
祀
の
名
に
よ
っ
て
始
祖
祭
祀
が
容
認
さ
れ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
祭
祀
法
は
、『
家
礼
』
の
規
定
よ
り
、
家
族
の
結
集
に
利

す
る
祭
祀
法
と
な
っ
て
い
る
。『
家
礼
』
の
祭
祀
法
で
は
始
祖
・
先
祖
を
祭
る
た
め

の
神
位
は
座
布
団
の
よ
う
な
も
の
と
規
定
さ
れ
、
名
前
を
書
い
た
も
の
は
使
わ
れ

な
い
。
ま
た
祭
祀
の
際
に
祖
先
へ
呼
び
か
け
る
の
も
単
に
「
始
祖
」「
先
祖
」
と
し

て
個
人
を
特
定
し
て
呼
び
か
け
て
は
い
な
か
っ
た
。
一
方
、『
家
礼
儀
節
』
で
は
、

祖
先
の
名
個
々
人
の
名
前
が
書
か
れ
、
祭
祀
に
集
う
人
々
が
共
に
奉
じ
る
祖
先
が

明
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
祭
祀
法
は
、
累
世
同
居
の
家
族
が
前
提
の
た
め
、
家
族

を
超
え
た
一
族
の
結
集
を
は
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
は
い
え
、
同
居
し
て
い
る

大
家
族
の
結
集
に
は
資
す
る
祭
祀
法
で
あ
る
。

朱
熹
が
僭
越
と
み
な
し
た
始
祖
先
祖
祭
祀
を
、
丘
濬
が
容
認
し
た
理
由
と
は
何

か
。
そ
れ
は
親
族
の
結
集
に
対
す
る
支
持
と
、
そ
し
て
累
世
同
居
と
い
う
家
族
形

態
に
即
し
た
儀
礼
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
風
俗
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の

で
な
い
か
ぎ
り
、
礼
に
よ
っ
て
現
実
を
矯
正
し
よ
う
と
い
う
立
場
を
丘
濬
は
と
ら

な
か
っ
た
。
礼
の
実
践
に
よ
っ
て
、
家
族
や
親
族
の
構
造
や
規
模
な
ど
を
変
化
さ

せ
る
の
で
は
な
く
、
現
実
の
家
族
や
親
族
の
あ
り
か
た
に
あ
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り

実
践
が
は
か
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
実
践
最
優
先
の
立
場
こ
そ
が
、
現
実
社
会
と
乖
離
し
た
嫡
長
子
主

義
を
棚
上
げ
さ
せ
、
実
践
を
当
面
の
実
践
項
目
か
ら
外
し
、
庶
子
祭
祀
を
大
幅
に

み
と
め
、
か
つ
同
居
家
族
内
で
の
結
集
を
図
り
得
る
祭
祀
法
を
提
示
す
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
朱
熹
自
身
、
宗
法
実
践
に
関
し
て
は
消
極
的
な
言

辞
を
残
し
て
い
る
。
丘
濬
は
朱
熹
の
こ
う
い
っ
た
発
言
に
依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
宗
法
を
遠
く
先
送
り
し
、『
家
礼
』
の
看
板
は
下
ろ
さ
ず
に
、
宗
法
の
精
神
を

骨
抜
き
に
し
た
の
で
あ
る
。

丘
濬
の
『
大
学
衍
義
補
』
中
の
所
論
は
、
現
在
は
穏
当
な
朱
子
学
者
、
朱
子
学

的
議
論
の
典
型
な
ど
と
し
て
引
用
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
当
時
、
彼
の
議
論
は

「
議
論
は
矯
激
を
好
み
、
聞
く
者
駭
愕
す（
４７
）」と

評
さ
れ
て
も
い
た
こ
と
も
、
ま
た
事

実
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
お
わ
り
に

従
来
、
宗
法
や
、
宗
法
に
も
と
づ
く
朱
熹
『
家
礼
』
は
、
近
世
中
国
に
お
け
る

宗
族
結
合
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
歴
史
的

事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
朱
熹
が
宗
法
復
活
を
主
張
し
た
こ
と
と
『
家

礼
』
が
宗
族
結
合
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
事
実
を
も
っ
て
、
朱
熹
は

宗
法
復
活
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
宗
族
結
合
を
目
指
し
て
い
た
、
と
み
な
す

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－

五
六



こ
と
に
は
大
き
な
問
題
が
あ
る
。「
朱
熹
本
人
が
考
え
て
い
た
こ
と
」
と
「
朱
熹
後

学
の
人
々
が
、�
こ
れ
が
朱
子
学
だ
�
と
思
っ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
�
こ
れ
が

朱
子
学
で
あ
る
と
思
い
た
い
�
と
思
っ
て
い
た
こ
と
」
と
は
異
な
る
場
合
が
あ
り
、

両
者
は
分
け
て
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
思
想
史
研
究
の
定
石
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
宗
法
は
、
お
そ
ら
く
は
、
こ
の
両
者
の
懸
隔
が
最
も
著
し
い
も
の
の
一

つ
だ
っ
た
。
朱
熹
は
宗
法
を
主
祭
権
の
嫡
長
子
一
子
継
承
法
、
と
考
え
て
い
た
反

面
、
後
学
の
者
た
ち
は
、
一
族
内
の
あ
る
一
人
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
そ
の
も
と
に

集
結
す
る
た
め
の
宗
族
結
合
法
と
考
え
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
に
用
い
た
い
と
考

え
た
の
で
あ
る
。

丘
濬
は
、
こ
の
両
者
の
は
ざ
ま
に
立
っ
た
人
物
で
あ
る
。
丘
濬
は
、
朱
熹
の
い

う
宗
法
が
、
嫡
長
子
一
子
継
承
法
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ

が
実
現
と
か
け
離
れ
実
践
困
難
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、『
家
礼
』
か

ら
宗
法
を
棚
上
げ
し
た
『
家
礼
儀
節
』
を
書
い
た
。
そ
し
て
庶
子
に
も
祭
祀
を
み

と
め
、
あ
る
い
は
宗
法
の
嫡
長
子
主
義
を
骨
抜
き
に
し
た
う
え
で
、
宗
法
を
宗
族

結
合
に
適
さ
せ
る
よ
う
な
提
案
も
行
っ
た
の
で
あ
る
。

従
来
の
研
究
で
は
、
丘
濬
の
『
家
礼
儀
節
』
は
、
朱
熹
『
家
礼
』
を
継
承
し
て
、

よ
り
実
践
し
や
す
く
し
た
も
の
と
し
て
、
朱
熹
『
家
礼
』
の
延
長
線
上
の
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
丘
濬
の
『
家
礼
儀
節
』
と
『
大
学
衍

義
補
』
に
み
ら
れ
る
言
説
は
、
朱
子
学
的
な
宗
法
復
活
の
試
み
が
明
ら
か
に
挫
折

し
た
こ
と
を
、
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
）『
朱
子
語
類
』
巻
九
十
、
礼
七
、
祭
、
五
七
条
「
今
臣
庶
家
要
立
宗
也
難
。

只
是
宗
室
襲
封
孔
氏
柴
氏
、
当
立
宗
。
今
孔
氏
柴
氏
襲
封
、
只
是
兄
死
弟
継
、

只
是
今
門
長
一
般
、
大
不
是
。」

（
２
）
清
水
盛
光
氏
『
支
那
家
族
の
構
造
』
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
、
牧
野
巽
氏

「
司
馬
氏
書
儀
の
大
家
族
主
義
と
文
公
家
礼
の
宗
法
主
義
」『
近
世
中
国
宗
族

研
究
』
一
九
四
九
年
（
後
、
牧
野
巽
著
作
集
第
三
巻
、
お
茶
の
水
書
房
、
一

九
八
〇
年
所
収
）、
小
島
毅
氏
『
中
国
近
世
に
お
け
る
礼
の
言
説
』
東
大
出

版
会
、
一
九
九
六
年
、
井
上
徹
氏
『
中
国
の
宗
族
と
国
家
の
礼
制－

宗
法
主

義
の
視
点
か
ら
の
分
析
』
研
文
出
版
、
二
〇
〇
〇
年
、
水
口
拓
寿
氏
「『
大

家
族
主
義
』
対
『
宗
法
主
義
』
？－

牧
野
巽
氏
の
中
国
親
族
組
織
論
を
承
け

て
」『
中
国
哲
学
研
究
』
１４
、
二
〇
〇
〇
年
、Patrcia

B
uckley

E
brey,“T

he

E
arly

Stage
in

the
D

evelopm
ent

of
D

ecent
G

roup
O

rganization”,

In
K
inship

O
rganization

in
Late

Im
perial

C
hina

1000 －1940,ed.

Patrcia
B

uckley
E
brey

and
Jam

es
L.W

atson,U
niversity

of
C
alifor-

nia
Press.1986.Patrcia

B
uckley

E
brey,C

onfucianism
and

F
am

-

ily
R
ituals

in
Late

Im
perialC

hina:A
Social

H
istory

about
R
ites,

Princeton
U

niversity
Press.1991

（
３
）
本
稿
で
庶
子
と
言
う
場
合
、
嫡
長
子
以
外
の
子
（
嫡
次
子
以
下
の
子
お
よ
び

妾
腹
の
子
）
を
指
す
。

（
４
）
拙
稿
「
毛
奇
齢
の
『
朱
子
家
礼
』
批
判－

特
に
宗
法
を
中
心
と
し
て－

」『
上

智
史
学
』
四
三
、
一
九
九
八
年
、「
張
載
・
程
頤
の
宗
法
論
に
つ
い
て
」『
史

林
』
八
三－

五
、
二
〇
〇
〇
年
、「『
朱
子
家
礼
』
に
お
け
る
家
族
・
親
族
の

構
造
と
そ
の
大
き
さ
に
つ
い
て
」『
中
国
家
庭
史
国
際
学
術
討
論
会
・
会
議

論
文
集
』
中
国
・
南
開
大
学
（
改
稿
後
『
社
会
シ
ス
テ
ム
論
集
』（
島
根
大

学
法
文
学
部
紀
要
）
八
、
二
〇
〇
三
年
に
転
載
）、「
宋
代
に
お
け
る
宗
法
論

を
め
ぐ
っ
て
」『
宋－

明
宗
族
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
。
本
章

で
の
論
述
で
特
に
注
記
の
な
い
も
の
は
以
上
の
拙
論
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
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（
５
）
張
載
の
宗
法
論
に
も
朱
熹
と
同
様
、
結
合
へ
の
志
向
は
う
か
が
わ
れ
な
い
。

し
か
し
、
程
�
の
発
言
の
一
部
に
は
、
一
族
全
体
の
中
の
秩
序
と
し
て
の
嫡

長
子
主
義
と
い
う
位
置
づ
け
が
み
て
と
れ
る
。
注
（
４
）
所
載
拙
論
「
張
載
・

程
�
の
宗
法
論
に
つ
い
て
」
参
照
。

（
６
）
注
（
２
）
の
諸
論
文
の
ほ
か
、
上
山
春
平
氏
「
朱
子
の
「
家
礼
」
と
「
儀
礼

経
伝
通
解
」」『
東
方
学
報
』
五
四
号
、
一
九
八
二
年
、
参
照
。

（
７
）『
家
礼
』
序
「
三
代
之
際
、
礼
経
備
矣
。
然
其
存
於
今
者
、
宮
盧
器
服
之
制
、

出
入
起
居
之
節
、
皆
已
不
宜
於
世
、
世
之
君
子
、
雖
或
酌
以
古
今
之
変
更
為

一
時
之
法
、
然
亦
或
詳
或
略
、
無
所
折
衷
。
至
或
遺
其
本
而
務
其
末
、
緩
於

実
、
而
急
於
文
、
自
有
志
好
礼
之
士
、
猶
或
不
能
挙
其
要
、
而
困
於
貧
窶
者
、

尤
患
其
終
不
能
有
以
及
於
礼
也
。
熹
之
愚
蓋
両
病
焉
。
是
以
嘗
獨
究
観
古
今

之
籍
、
因
其
大
体
之
不
可
変
者
、
而
少
加
損
益
於
其
間
、
以
為
一
家
之
書
」。

（
８
）
井
上
徹
氏
注
（
２
）
前
掲
書
な
ど
。

（
９
）
溝
口
雄
三
氏
・
伊
東
貴
之
氏
・
村
田
雄
二
郎
氏
『
中
国
と
い
う
視
座
』
平
凡

社
、
一
九
九
五
年
。

（
１０
）
小
島
毅
氏
「
も
う
ひ
と
つ
の
明
儒
学
案
」『
中
国
哲
学
研
究
』
五
号
、
一
九

九
三
年
、『
宋
学
の
形
成
と
展
開
』
創
文
社
、
一
九
九
九
年
、『
中
国
の
歴
史

０７
・
中
国
思
想
と
宗
教
の
奔
流
』
講
談
社
、
二
〇
〇
五
年
、
伊
東
貴
之
氏

『
思
想
と
し
て
の
中
国
近
世
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
五
年
、
注
（
２
）

前
掲

E
brey

C
onfucianism

and
F
am

ily
R
ituals

in
Late

Im
perial

C
hina

（
１１
）
土
田
健
次
郎
氏
も
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。「
思
想
史
研
究
と
歴
史
学
の
成

果
の
結
合
の
要
は
言
わ
れ
て
久
し
く
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
影
響
さ
れ
た
地
域
研

究
の
活
性
化
も
そ
の
現
れ
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
思
想
の
教
科
書
的
内
容

説
明
と
粗
い
社
会
史
的
図
式
の
引
き
当
て
に
止
ま
り
が
ち
で
あ
っ
た
こ
の
領

域
に
お
い
て
は
新
鮮
な
刺
激
に
な
っ
た
が
、
一
部
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
思
想
と
地
域
・
宗
族
の
固
定
的
物
語
化
も
見
ら
れ
な
い
で
は
な
い
」。

土
田
氏
「
思
想
の
現
場
へ
」『
創
文
』
四
四
七
号
、
二
〇
〇
二
年
。

ま
た
『
家
礼
』
の
普
及
の
社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
さ
れ
て
い
る
宗
族
社

会
の
発
達
と
い
う
事
象
も
、
宗
族
の
結
集
程
度
に
は
地
域
に
よ
り
、
一
族
に

よ
り
、
あ
る
い
は
同
じ
一
族
で
も
時
代
に
よ
り
顕
著
な
偏
差
が
あ
り
、
中
国

社
会
が
一
円
的
に
宗
族
結
集
と
い
う
方
向
へ
向
か
っ
て
発
展
し
て
い
っ
た
と

い
う
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
性
格
の
事
象
が
果
た
し
て

社
会
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
見
な
し
う
る
の
か
、
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
検

討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
１２
）『
家
礼
』
の
様
々
な
改
訂
版
に
つ
い
て
は
、
注
（
２
）
前
掲

E
brey,C

on-

fucianism
and

F
am

ily
R
ituals

in
Late

Im
perial

C
hina

が
詳
し
い
。

（
１３
）『
家
礼
儀
節
』
序
、「
濬
生
遐
方
、
自
少
有
志
於
礼
学
、
意
謂
海
内
文
献
所
在
、

其
於
是
礼
必
能
家
行
而
人
習
之
也
。
及
出
而
北
仕
於
中
朝
、
然
後
知
世
之
行

是
礼
者
、
蓋
亦
鮮
焉
。
詢
其
所
以
不
行
之
故
、
咸
曰
礼
文
深
奥
、
而
其
事
未

易
以
行
也
。
是
以
不
揆
愚
陋
、
竊
取
文
公
家
礼
本
注
、
約
為
儀
節
、
而
易
以

浅
近
之
言
、
使
人
易
曉
而
可
行
、
将
以
均
諸
窮
郷
浅
学
之
士
。
若
夫
通
都
鉅

邑
明
経
学
古
之
士
、
自
當
考
文
公
全
書
、
又
由
是
而
上
進
於
古
儀
礼
云
。」

（
１４
）
や
は
り
中
華
文
明
の
辺
境
に
存
在
し
て
い
た
李
氏
朝
鮮
王
朝
で
は
、
本
家
の

中
国
よ
り
徹
底
し
て
『
家
礼
』
が
実
践
さ
れ
、
社
会
の
末
端
ま
で
普
及
し
た
。

古
田
博
司
氏
「
朝
鮮
儒
家
の
葬
礼
と
死
後
観－

『
文
公
家
礼
』
に
よ
る
廬
墓

古
俗
の
変
異
」『
思
想
』
八
〇
八
号
、
一
九
九
一
年
、
李
承
妍
氏
「
朝
鮮
礼

学
と
『
朱
子
家
礼
』－

韓
国
の
礼
学
研
究
の
動
向
」『
江
戸
の
思
想－

儒
教
と

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－

五
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は
何
か
』
第
三
号
、
一
九
九
六
年
、
等
、
参
照
。
丘
濬
の
体
験
を
踏
ま
え
る

と
、『
家
礼
儀
節
』
序
文
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
中
国
の
夷
狄
と
異
な
る
所

以
、
人
類
の
禽
獣
と
異
な
る
所
以
は
、
其
の
礼
有
る
を
以
て
な
り
」
と
い
う

一
文
に
は
、
単
な
る
常
套
句
以
上
の
感
慨
が
感
じ
ら
れ
る
。
吾
妻
重
二
氏
は
、

こ
の
一
文
を
「
儀
礼
は
文
明civilization

を
象
徴
す
る
と
い
う
主
張
」
の
例

と
し
て
引
用
す
る
。「
儒
教
儀
礼
研
究
の
現
状
と
課
題－

『
家
礼
』
を
中
心

に－

」（
吾
妻
重
二
氏
・
二
階
堂
善
弘
氏
編
『
東
ア
ジ
ア
の
儀
礼
と
宗
教
』

雄
松
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
）

（
１５
）『
家
礼
儀
節
』
序
「
然
世
之
好
議
人
者
、
已
�
然
於
儀
文
節
度
之
間
、
而
忌

人
有
為
也
。
聞
有
行
礼
者
、
則
曰
彼
行
某
事
、
未
合
於
礼
、
彼
行
某
礼
、
有

戻
於
古
。
甚
者
又
曰
彼
行
之
不
盡
。
何
若
我
不
行
之
為
愈
也
。
殊
不
思
、
人

之
行
礼
、
如
其
読
書
。
然
読
書
者
、
未
必
皆
能
造
於
聖
賢
之
域
、
然
錯
認
金

根
為
金
銀
者
、
較
之
併
與
金
銀
不
識
者
、
果
孰
勝
哉
」。

（
１６
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
四
十
九
、
治
国
平
天
下
之
要
、
家
郷
之
礼
上
之
上
「
臣

嘗
将
家
礼
�
括
以
為
儀
節
、
頗
簡
易
可
行
」。

（
１７
）
注
（
２
）
前
掲

E
brey

C
onfucianism

and
F
am

ily
R
ituals

in
Late

Im
-

perial
C
hina

（
１８
）
小
島
毅
氏
「
明
代
礼
学
の
特
色
」
林
慶
彰
・
蒋
秋
華
主
編
『
明
代
経
学
国
際

研
討
会
論
文
集
』
中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
籌
備
處
、
台
北
、
一
九
九

六
年
、
所
収
。

（
１９
）
注
（
２
）
前
掲

牧
野
巽
氏
「
司
馬
氏
書
儀
の
大
家
族
主
義
と
文
公
家
礼
の

宗
法
主
義
」。

（
２０
）『
家
礼
』
通
礼
、「
為
四
龕
以
奉
先
世
神
主
」
注
「
祠
堂
之
内
以
近
北
一
架
為

四
龕
。
毎
龕
内
置
一
卓
。
大
宗
及
継
高
祖
之
小
宗
、
則
高
祖
居
西
、
曾
祖
次

之
、
祖
次
之
、
父
次
之
。
継
曾
祖
之
小
宗
、
則
不
敢
祭
高
祖
、
而
虚
其
西
龕

一
。
継
祖
之
小
宗
、
則
不
敢
祭
曾
祖
、
而
虚
其
西
龕
二
。
継
禰
之
小
宗
、
則

不
敢
祭
祖
、
而
虚
其
西
龕
三
。
若
大
宗
世
数
未
満
、
則
亦
虚
其
西
龕
如
小
宗

之
制
。
神
主
皆
蔵
於
�
中
、
置
於
卓
上
南
向
。
龕
外
各
垂
小
簾
、
簾
外
設
香

卓
於
堂
中
、
置
香
爐
香
合
於
其
上
。
両
階
之
間
、
又
設
香
卓
亦
如
之
。
非
嫡

長
子
則
不
敢
祭
其
父
。
若
與
嫡
長
同
居
、
則
死
而
後
、
其
子
孫
為
立
祠
堂
於

私
室
、
且
隨
所
継
世
数
為
龕
。
俟
其
出
而
異
居
、
乃
備
其
制
。
若
生
而
異
居
、

則
預
於
其
地
立
斎
以
居
、
如
祠
堂
之
制
。
死
則
因
以
為
祠
堂
。」

（
２１
）
牧
野
氏
は
、『
家
礼
』
に
お
い
て
宗
法
は
冠
婚
の
二
礼
に
し
か
及
ん
で
い
な

い
と
考
え
て
お
り
、
そ
れ
が
適
切
で
は
な
い
こ
と
は
、
注
（
４
）
の
諸
論
文

で
既
に
述
べ
た
。

（
２２
）『
家
礼
儀
節
』
巻
一
、
通
礼
、
為
四
龕
以
奉
先
世
神
主
条
注
「
高
曾
祖
考
四

代
各
為
一
龕
、
龕
中
置
�
、
�
中
蔵
主
、
龕
外
垂
簾
。
以
一
長
卓
共
盛
之
。

列
龕
以
西
為
上
。
毎
龕
前
各
設
一
卓
、
或
共
設
一
長
卓
両
階
之
間
。
又
通
設

一
香
案
、
上
置
香
爐
香
合
之
類
」。

（
２３
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
二
、
治
国
平
天
下
之
要
五
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼

中
「
臣
按
、
欲
行
宗
子
之
法
、
必
自
世
冑
始
。
今
世
文
臣
無
世
襲
法
、
惟
勲

戚
及
武
臣
、
世
世
相
承
、
以
有
爵
禄
、
此
法
断
然
可
行
。」

（
２４
）
た
だ
し
武
臣
で
あ
れ
ば
、
宗
法
の
嫡
長
子
主
義
に
基
づ
い
た
祭
祀
が
出
来
る

と
丘
濬
は
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
軍
戸
の
宗
法
実
践
に
つ
い
て
は
、

文
臣
・
士
大
夫
な
み
程
度
の
緩
や
か
な
形
で
の
実
践
を
考
え
て
い
た
。
注

（
３４
）
参
照
。
ま
た
、
軍
戸
で
は
宗
法
実
践
は
難
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、

陸
容
が
指
摘
し
て
い
る
。『
菽
園
雑
記
』
巻
十
三
、
第
一
八
条
。「
古
人
宗
法

之
立
、
所
以
立
民
極
定
民
志
也
。
今
人
不
能
行
者
、
非
法
之
不
立
、
講
之
不

社
会
文
化
論
集

第
五
号

二
〇
〇
九
年
三
月
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明
、
勢
不
可
行
也
。
蓋
古
者
公
卿
大
夫
、
世
禄
世
官
、
其
法
可
行
。
今
武
職

猶
有
世
禄
世
官
遺
意
、
然
惟
公
侯
伯
家
能
行
之
。
其
餘
武
職
、
若
承
襲
一
事
、

支
庶
不
敢
奪
嫡
、
頼
有
法
令
維
持
之
耳
。
至
祠
堂
祭
礼
、
便
已
窒
礙
難
行
。

如
宗
子
雖
承
世
官
、
其
所
食
世
禄
、
月
給
官
廩
而
已
。
非
若
前
代
有
食
邑
采

地
圭
田
之
制
也
。
故
貧
乏
不
能
自
存
者
、
多
�
民
屋
以
居
、
甚
至
寄
居
公
廨
、

及
神
廟
旁
屋
。
使
為
支
子
者
、
知
礼
畏
義
、
歳
時
欲
祭
於
其
家
、
則
神
主
且

不
知
何
在
、
又
安
有
行
礼
之
地
哉
。
今
武
官
支
子
家
富
、
能
行
時
祭
者
、
宗

子
宗
婦
、
不
過
就
其
家
饗
�
餘
而
已
。
此
勢
不
行
於
武
職
者
如
此
。
文
職
之

家
、
宗
子
有
禄
仕
者
、
固
知
有
宗
法
矣
。
亦
有
宗
子
不
仕
、
支
子
由
科
第
出

仕
者
、
任
四
品
以
下
官
得
封
贈
其
父
母
、
任
二
品
三
品
官
得
封
贈
其
祖
父
母
、

任
一
品
官
得
封
贈
其
曾
祖
父
母
。
夫
朝
廷
恩
典
、
既
因
支
子
而
追
及
其
先
世
、

則
祖
宗
之
気
脈
、
自
與
支
子
相
為
流
通
矣
。
揆
幽
明
之
情
、
推
感
格
之
礼
、

雖
不
欲
奪
嫡
、
自
有
不
容
已
者
矣
。
此
勢
不
行
於
文
職
者
如
此
。
故
曰
、
非

法
之
不
立
、
講
之
不
明
、
勢
不
可
行
也
。」

（
２５
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
二
、
治
国
平
天
下
之
要
五
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼

中
「
臣
按
、
古
者
宗
法
行
。
故
支
子
無
自
祭
之
礼
。
今
世
人
家
、
兄
弟
多
有

析
居
及
出
遠
宦
者
、
不
能
皆
合
祭
于
宗
子
也
。」

（
２６
）
朱
熹
の
場
合
、
庶
子
に
よ
る
祭
祀
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
、
鬼
神
論
の
問
題

と
も
関
係
し
て
い
た
。
朱
熹
は
二
箇
所
で
祭
祀
を
行
っ
た
場
合
、
鬼
神
の
気

が
迷
っ
て
正
し
く
感
応
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

一
方
、
経
世
に
主
要
な
関
心
を
む
け
た
丘
濬
は
鬼
神
論
に
つ
い
て
特
に
論
じ

て
は
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
も
丘
濬
が
朱
熹
よ
り
も
進
ん
だ
形
で
の
庶
子
祭
祀

を
認
め
た
こ
と
と
関
係
す
る
。

（
２７
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
二
、
治
国
平
天
下
之
要
五
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼

中
「
凡
人
家
庶
子
、
只
許
祭
其
所
曾
経
事
者
。
如
逮
事
曾
祖
或
祖
、
則
許
祀

之
。
不
逮
事
者
、
惟
得
祭
禰
。」

（
２８
）『
重
編
瓊
臺
藁
』
巻
一
九
、
可
継
堂
記
。

（
２９
）『
家
礼
』
通
礼
、
出
入
必
告
条
注
「
凡
拝
、
男
子
再
拝
、
則
婦
人
四
拝
。
謂

之
�
拝
。
其
男
女
相
答
拝
亦
然
」。

（
３０
）
例
え
ば
『
家
礼
儀
節
』
の
「
出
入
必
告
」
条
で
は
「
主
人
立
階
下
、
鞠
躬
、

拝
、
興
、
拝
、
興
、
平
身
…
…
余
人
出
入
皆
如
之
」
と
あ
り
、
ま
た
「
正
至

朔
望
則
参
」
条
で
は
「
主
人
…
鞠
躬
、
拝
、
興
、
拝
、
興
、
平
身
。
…
主
婦

…
鞠
躬
、
拝
、
興
、
拝
、
興
、
平
身
」
と
拝
数
は
男
女
同
じ
で
あ
る
。

（
３１
）『
重
編
瓊
臺
藁
』
巻
一
九
、
可
継
堂
記
、
王
国
陳
『
邱
文
莊
公
年
譜
』
巻
一
。

（
３２
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
二
、
治
国
平
天
下
之
要
五
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼

中
「
其
宗
子
之
家
、
父
祖
分
産
之
時
、
必
須
以
一
分
為
祭
需
、
原
不
曾
有
者
、

衆
共
補
之
、
兄
弟
析
居
者
不
許
自
祀
其
父
、
遇
有
告
祀
薦
新
之
類
、
皆
就
長

兄
家
行
礼
。
如
此
是
亦
敦
本
厚
俗
之
一
端
。」

（
３３
）
滋
賀
秀
三
氏
『
中
国
家
族
法
の
原
理
』
創
文
社
、
一
九
六
七
年
、
参
照
。

（
３４
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
二
、
治
国
平
天
下
之
要
五
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼

中
「
臣
按
、
欲
行
宗
子
之
法
、
必
自
世
冑
始
。
今
世
文
臣
無
世
襲
法
、
惟
勲

戚
及
武
臣
、
世
世
相
承
、
以
有
爵
禄
、
此
法
断
然
可
行
。
若
夫
見
任
文
臣
、

及
仕
宦
人
家
子
孫
、
与
夫
郷
里
称
為
太
族
鉅
姓
、
自
謂
為
士
大
夫
者
、
朝
廷

宜
立
定
制
。
俾
其
家
各
為
譜
系
、
孰
為
始
遷
于
此
者
、
孰
為
始
有
封
爵
者
、

推
其
正
嫡
一
人
以
為
大
宗
、
又
就
其
中
分
別
、
某
与
某
同
高
祖
、
推
其
一
人

最
長
者
為
継
高
祖
小
宗
、
某
与
某
同
曾
祖
、
推
其
一
人
為
継
曾
祖
小
宗
、
某

与
某
同
祖
、
某
与
某
同
禰
、
各
推
最
長
者
一
人
以
為
小
宗
、
其
分
析
疎
遠
者
、

雖
不
能
合
于
一
處
、
然
其
所
以
聚
会
于
一
處
、
綴
列
于
譜
牒
者
、
則
粲
然
而

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－
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明
白
也
。
若
軍
官
襲
替
故
事
、
明
具
宗
支
図
、
又
俾
其
明
白
開
具
、
如
五
宗

之
法
。
若
其
正
支
絶
嗣
、
而
以
旁
支
入
継
者
、
既
襲
之
後
、
即
将
其
名
繋
于

所
後
正
支
之
下
、
以
承
大
宗
。
而
以
其
次
第
承
所
生
父
母
以
為
小
宗
。
如
此

雖
不
能
尽
如
三
代
之
制
、
亦
礼
廃
羊
存
之
意
。」

（
３５
）
た
だ
し
丘
濬
は
大
宗
の
宗
子
に
つ
い
て
も
、
嫡
系
庶
系
を
問
う
必
要
は
な
く
、

世
代
の
最
も
上
の
者
が
宗
子
と
な
れ
ば
よ
い
と
考
え
て
い
た
ふ
し
も
見
受
け

ら
れ
る
。（「
除
貧
下
之
家
外
、
凡
有
仕
宦
及
世
称
為
士
大
夫
者
、
不
分
同
居

異
籍
、
但
係
原
是
同
宗
、
皆
俾
其
推
族
属
最
尊
者
一
人
為
宗
子
、
明
立
譜
諜
、

付
之
掌
管
、
不
許
攀
援
名
宗
、
遺
落
貧
賤
」（『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
三
）。

な
お
こ
こ
に
お
い
て
も
、
貧
家
は
宗
法
実
践
の
対
象
外
と
な
っ
て
い
る
。

（
３６
）『
唐
律
疏
義
』
巻
四
、
會
赦
改
正
徴
収
「
又
準
令
、
自
無
子
者
聴
養
同
宗
於

昭
穆
合
者
。
若
違
令
養
子
是
名
違
法
。」

（
３７
）『
名
公
書
判
清
明
集
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
宋
代
に
お
い
て
も
財
産
狙
い

の
立
継
を
め
ぐ
る
訴
訟
沙
汰
は
頻
発
し
て
い
た
。
し
か
し
朱
熹
や
朱
熹
の
弟

子
達
の
間
で
な
さ
れ
た
立
継
を
め
ぐ
る
議
論
は
異
姓
養
子
の
問
題
に
ほ
ぼ
限

定
さ
れ
、
同
族
内
で
起
こ
る
財
産
狙
い
の
後
継
養
子
争
い
へ
の
言
及
は
み
ら

れ
な
い
。

（
３８
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
二
、
治
国
平
天
下
之
要
五
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼

中
「
若
夫
其
人
既
死
之
後
、
有
来
告
争
承
継
者
、
其
意
非
是
欲
承
其
宗
、
無

非
利
其
財
産
而
已
。
若
其
人
係
軍
匠
籍
、
官
府
雖
脅
之
使
継
、
彼
肯
従
哉
。」

（
３９
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
二
、
治
国
平
天
下
之
要
五
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼

中
「
黄
潤
玉
曰
、
古
者
諸
侯
之
別
子
之
子
孫
嫡
派
為
大
宗
、
庶
子
為
小
宗
。

小
宗
絶
不
為
立
後
。
惟
大
宗
絶
則
以
支
子
立
後
。
蓋
大
宗
是
尊
者
之
統
、
不

可
絶
也
。
今
制
大
宗
絶
立
後
、
小
宗
絶
不
立
後
。
庶
民
不
知
朝
廷
之
制
、
凡

庶
子
絶
皆
令
過
継
。
只
是
争
取
財
産
耳
」。

（
４０
）『
大
学
衍
義
補
』
巻
五
十
二
、
治
国
平
天
下
之
要
五
、
明
礼
楽
、
家
郷
之
礼

中
「
我
朝
親
藩
初
封
未
有
継
別
之
子
、
而
国
絶
則
不
為
立
継
、
蓋
古
礼
也
。

親
藩
且
然
。
況
庶
民
乎
。
然
則
今
庶
民
無
子
者
、
往
往
援
律
令
以
争
承
継
、

非
歟
。
謹
按
、
聖
祖
得
国
之
初
、
著
大
明
令
、
與
天
下
約
法
、
有
云
、
凡
無

子
許
令
同
宗
昭
穆
相
当
之
姪
承
継
、
先
儘
同
父
周
親
、
次
及
大
功
小
功
�
麻
。

如
無
方
許
立
遠
房
及
同
姓
為
嗣
。
…
…
切
詳
律
令
之
文
、
所
謂
立
嗣
之
後
却

生
親
子
、
併
所
養
父
母
無
子
而
捨
去
、
及
若
有
親
生
子
等
辞
、
皆
謂
其
人
生

前
立
嗣
也
、
無
有
死
後
追
立
之
文
。
聖
祖
之
意
、
蓋
以
興
滅
継
絶
、
必
前
代

帝
王
功
臣
賢
人
之
後
、
不
可
絶
其
嗣
、
使
其
不
血
食
也
。
先
王
制
礼
、
不
下

庶
人
。
…
…
請
自
今
以
後
、
其
人
若
係
前
代
名
人
之
後
、
或
在
今
朝
嘗
有
大

名
顕
宦
者
、
以
宗
法
為
主
、
先
求
継
禰
小
宗
、
次
継
祖
小
宗
、
次
継
曽
祖
之

宗
、
又
次
継
高
祖
之
宗
、
此
四
宗
者
倶
無
人
、
然
後
及
疎
房
遠
族
及
同
姓
之

人
。
…
…
凡
有
為
人
後
者
除
大
宗
外
、
其
餘
必
有
父
在
承
父
之
命
方
許
出
継
、

已
孤
之
子
不
許
。」

（
４１
）
注
（
４０
）
参
照
。

（
４２
）
注
（
４０
）
参
照
。

（
４３
）『
家
礼
』
の
版
本
に
つ
い
て
は
、
吾
妻
重
二
氏
「『
家
礼
』
の
刊
刻
と
版
本
―
―

『
性
理
大
全
』
ま
で
」『
関
西
大
学
文
学
論
集
』
四
八－

三
、
一
九
九
九
年
、

（
後
、『
朱
熹
『
家
礼
』
の
版
本
と
思
想
に
関
す
る
実
証
的
研
究
』
平
成
十
二

年
度
〜
平
成
十
四
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
研
究
Ｃ
）
研
究
成
果
報

告
書
、
二
〇
〇
三
年
に
補
訂
稿
所
収
）、
参
照
。
森
田
憲
司
氏
「
元
代
類
書

に
お
け
る
『
文
公
家
礼
』
の
引
用
」『
奈
良
史
学
』
二
二
、
二
〇
〇
四
年
。

（
４４
）『
家
礼
儀
節
』
巻
七
、
祭
礼
、
初
祖
「
按
付
録
、
或
問
朱
子
以
始
祖
之
祭
、

社
会
文
化
論
集

第
五
号

二
〇
〇
九
年
三
月
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朱
子
曰
、
古
無
此
。
伊
川
先
生
以
義
起
。
某
当
初
也
祭
。
後
来
覚
得
得
似
僭
、

不
敢
祭
。
今
従
之
、
不
為
儀
節
。」

（
４５
）『
家
礼
儀
節
』
巻
七
、
祭
礼
、「
先
祖
」
注
「
…
…
則
先
祖
之
祭
、
似
亦
可
行
。

今
擬
人
家
同
居
止
四
代
者
、
固
不
必
行
此
祭
。
其
有
合
族
以
居
、
累
世
共
爨
、

生
者
同
居
而
食
、
死
者
異
席
而
祭
、
恐
難
以
萃
合
人
心
於
孝
享
之
義
。
宜
于

立
春
之
日
中
、
設
先
祖
考
妣
位
于
中
堂
、
自
先
祖
而
下
、
考
左
妣
右
、
分
為

両
列
、
毎
年
一
行
、
庶
幾
累
世
不
分
者
、
得
以
萃
聚
群
心
、
總
摂
衆
志
、
敬

宗
睦
族
于
悠
久
云
。」

（
４６
）『
家
礼
儀
節
』
巻
七
、
祭
礼
、「
前
一
日
設
位
陳
器
」
注
「
…
設
神
位
其
中
。

用
紙
為
牌
如
神
主
、
面
上
書
某
祖
考
某
官
府
君
、
某
且
妣
某
封
某
氏
、
高
祖

之
父
為
五
世
祖
、
祖
而
上
之
為
六
世
七
世
、
随
所
知
而
書
之
。
或
以
始
遷
之

祖
、
或
以
起
家
之
祖
、
在
高
祖
以
前
者
一
人
為
先
祖
、
設
其
位
当
中
南
向
。」

（
４７
）『
明
史
』
巻
一
八
一
、
丘
濬
伝
。

明
代
に
お
け
る
朱
子
学
的
宗
法
復
活
の
挫
折－

丘
濬
『
家
礼
儀
節
』
を
中
心
に－

六
二


